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日本下水道協会では、毎
年各関連団体の取組や技術
開発の動向などの情報を収
集し、様々な形で発信の一
環として下水汚泥のリサイ
クル推進に関するセミナー
や講演会を実施しています。

その中で、本年1月に
「下水汚泥のリサイクル推
進に関する講演会」を開催
し、4人の講師陣により、
下水汚泥資源に対するエネ
ルギー利用などの取組に対
して講演いただきました。

青少年総合センター センター棟 4階 417号室　平成25年1月31日

国土交通省　下水道部　下水道企画課　
資源利用係長　

西迫 里惠 氏

山形市　上下水道部次長兼　浄化センター所長　

奥出 晃一 氏

長岡技術科学大学　
資源エネルギー循環研究室　准教授　

姫野 修司 氏

愛知県　建設部　下水道課　課長補佐　

山本 純 氏

講 師 陣

平成24年度

下水汚泥のリサイクル推進に関する講演会



宮城県阿武隈川下流流域下水道

下水汚泥の燃料化施設
宮城県では、下水汚泥を含む廃棄物の最終処

分場が逼迫している状況であり、埋立処分の減
量化が課題とされています。また、地球温暖化
防止に向けて再生可能エネルギーの開拓と温暖
ガス排出量の削減対策として下水汚泥の燃料化
を計画しました。下水汚泥は大気中のCO2を取
り込んだ有機物で燃焼させてもCO2を増加させ
ないカーボンニュートラルという性質があり、
燃料化によって地球温暖化防止と廃棄物の減量
化が達成されます。

本燃料化システムは県南浄化センターの下水
処理で発生する汚泥（脱水ケーキ）を原料とし、
これを含水率10％以下かつ直径2～8ミリ程度の粒状の乾燥物とすることにより、取扱性に優れ化
石燃料の代替品等として、利用可能とするため設置したものです。このことによりCO2削減と下水処
理の経費削減を図ることができる見込みです。

このシステムは平成22年度に運転開始し、ようやく軌道に乗りかけてきた平成23年3月11日に
東日本大震災の津波で被災しました。しかし多くの関係者の御尽力により予定期間より短期間でこの
3月に復旧することができました。関係者の皆様、ありがとうございました。

■システムの特徴
・間接加熱方式による安全性が高い
・造粒乾燥することによる取り扱い性が優れる

■燃料化物の特徴
・粒状のため粉じん飛散が少ない
・大腸菌等の細菌が殺菌されているため衛生的
・低含水率のため発熱量が高い

汚泥燃料化施設フロー図

（造粒乾燥品）

（燃料化施設全景）
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環境の世紀といわれる21世紀、重要な環境問題の解決のために科学技術が期待されていますが、環境問題の多く
は単純な因果関係では説明できない複雑系で、さらに社会の価値観も関わってくるため、画期的な新技術で一気に
解決とはなかなかいかないのが現実です。

一昨年３月の東京電力福島第一原子力発電所事故では、多量の放射性物質が原子炉から環境中に放出され、広い
範囲に降下・沈着しました。その結果、農産物の汚染、下水処理場での汚染した汚泥の発生をはじめ、様々な方面
に多大な影響を及し、今なお多くの人が避難生活を余儀なくされています。事故から２年以上が経過し、放出され
た環境中の放射性セシウムの多くは、陸上では土壌に吸着したり、樹木などの植物体や落葉などに付着した状態で
存在していると考えられます。空間線量率の高い地域では、安心して生活できる環境を取り戻すために除染作業が
進められていますが、それにより発生する、汚染した廃土や水、草木などの保管や処理が問題となっていますし、
また、期待ほど放射線量が低下しないなど、“環境の除染”の難しさも指摘されています。

ところで、この“除染”という用語ですが、国語辞典（大辞林）によると、「放射性物質で汚染された衣服・機
器・施設から，汚染を除去すること」と書かれています。それに対して、今回の事故による汚染対策を進めるため
に福島県と環境省が立ち上げているウェブサイト、「除染情報プラザ」では、「放射性物質が付着した土や草木を取
り除いたり、土で覆ってしまうことで、生活する空間での放射線の量を減らしていくこと」、と説明しており、国
語辞典とは異なる意味で使われています。　

核開発、原子力利用が始まって以来、放射性物質の不適切な取り扱いや、大気圏内核実験、さらには原子力関連
施設の事故等により、放射性物質による環境汚染が世界中で少なからず発生してきました。そうした経験の中から
多くの知見が集積し、放射線による健康リスク低減のための様々な対策技術が開発されてきています。それらに関
する論文や、国際原子力機関（IAEA）の報告書等を見ると、そうした対策技術を指す用語は、日本語の「除染」
にあたる“decontamination”ではなく、「環境修復（レメディエーション）」に相当する“environmental remedia-
tion”が専ら用いられています。

IAEAの用語集によると、“除染”は「物理的、化学的、および生物的プロセスによる汚染の完全または部分的除
去」であり、一方“環境修復”は「陸域に存在する汚染からの放射線被ばくの低減を目的に、汚染（源）そのもの
に対して、またはヒトに対する被爆経路に対してとられるあらゆる手段（方策）」で、さらにこの場合「汚染物質
の完全除去は意味しない」としています。これからすると、今回の原発事故による環境汚染に対して現段階で“除
染”として進められている作業の多くは、IAEAのいう“環境修復”に相当するといえそうです。

この点に関連して、IAEAの福島原発事故現地調査団報告書（2011年10月）には、「英語のdecontamination（除
染）とenvironmental remediation（環境修復）にあたる日本語は、どちらも「除染」であると理解する」、と書か
れています。IAEAに対して日本側がこのように説明したのでしょうが、“除染”からくるニュアンスは“環境修
復”の概念とは異なっており、“除染”と“環境修復”を同一とすることは、今回の原発事故による環境汚染対策
において、結果として環境修復の視点をぼやけさせているように思います。

IAEAによると、環境修復は、様々な手段、方法を用い、汚染エリアからの放射線被曝を低減させることでヒト
の健康を守るための作業です。この場合、最終的な目的は放射線量の低減であり、汚染している放射性物質濃度の
低下は必ずしも意図しません。環境修復は、原子力事故直後にとられる緊急的な対策とは区別されており、対象と
する汚染サイトの汚染状況、環境条件等の調査が事前に行われ、その結果に基づき計画的に実施されます。汚染等
の状況はサイト毎に違うため、用いる方法も、また目標とする放射線量の到達レベルも、それぞれ異なってきま
す。さらに、こうした対策の実施は多かれ少なかれ環境に手を加えることにもなり、大量の廃棄汚染土壌等を生む
とともに、汚染物質の環境中での移動やそれに伴う拡散、地下水汚染といった、環境への負のインパクトを生じる
可能性があります。このため、環境修復の実施にあたっては、ベネフィットだけでなく、リスクやコストといった
要因も含めた総合的な判断が必要ですし、そのためには透明性の確保と、早い段階からのステークホルダーの関与
が成否のカギと言われています。

用語の使い方はともかくとして、放射性物質に限らず環境汚染の解決のためには、環境修復の視点によるきめ細
かい対処が重要と考えます。

巻 頭 言

除染と環境修復

（独）農業環境技術研究所理事長

宮　下　淸　貴
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１．はじめに

「Use less, Recycle more, and Cooperate smart」は

今、リンの持続的利用に取組む世界の合言葉になりつ

つある1）。これまで下水道分野の技術的な話題の一つ

に過ぎなかったリンの回収・資源化に、人類の新たな

グローバル問題の解決という大きな課題が与えられた2）。

ビジネスというよりも、「世界の食糧の安定供給には、

持続的なリン利用が絶対に必要」という新しいパラダ

イムからの要請である3）。

リンの回収・資源化については、欧米では「技術よ

りも社会や経済の問題」との認識が強く、技術はあっ

ても使われない現状を打破しようとして、社会や経済

のシステムを変えようとする議論が行われている。言

い換えれば、リンの持続的利用を実現するための事業

が、新たなビジネスとして成り立つための環境をまず

整備しようという考えである。欧米では今、広範な利

害関係者が集まり、政治、経済、行政、産業と社会に

またがるシームレスな議論を行っている。シームレス

な議論においては、他分野への批判は避け自分の持ち

場に固執せず、全体の利益を優先する姿勢が求められ

る。

組織的にも、2008年にわが国ではじめてリン資源リ

サイクル推進協議会が設立されて以降、2011年にオラ

ンダでDutch Nutrient Platform4）が、そして今年３月

にはEuropean Phosphorus Platformの設立が宣言さ

れ、すでに150を越える団体が参加を表明している5）。

これらの組織は今、広範な利害関係者を束ねつつあ

り、リンの回収・資源化についても、政治、経済、行

政、産業と社会にまたがるシームレスな議論が行われ

ている。

具体的には、今年３月ベルギーのブリュッセルに

EU加盟27カ国から300名を越える関係者が集まり、持

続的リン利用に関する第１回欧州会議が開催された6）。

欧州最大の応用研究機関Fraunhofer研究所のR.

Scholz教授が主宰する持続的リン管理に関する国際研

究プロジェクトGlobal TraPsも、今年６月に北京で第

１回世界会議を開催する7）。米国でも、今年５月全米

科学財団（NSF）の資金による「持続的な食糧供給の

ためのリン共同研究」プロジェクトが始まった8）。一

方、ドイツ、オランダ、スイスやフランスなど７カ国

が参加して昨年９月に開始されたP-REXプロジェクト

も、欧州におけるリンの回収・資源化の社会実装をめ

ざし、技術の分野を越えた取組を続けている9）。

驚くことに、リンを回収・資源化する実機プラント

がいくつも稼働している国は、世界でも日本だけであ

る。理由はどうあれ、わが国は世界の先頭を走ってい

る。国からの本格的な政策支援がない中で、一部とは

いえリンの回収・資源化が行われている日本は、欧米

からみて不思議の国である。欧米では今、日本のリン

回収・資源化への取組みに社会実装を促進するメカニ

ズムを見いだそうとする「Look Japan」が注目を集

めている10）。前述した第１回欧州会議においても、日

本におけるリン回収・資源化への取組みは、Table

sessionの一つに取り上げられ多くの参加者を得て
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いる（写真１）。

欧米がわが国の取組みに熱い視線を送る一方で、わ

が国では未だに持続的なリン利用への長期的な政策支

援も回収リン市場の確立に向けた戦略的な議論もなさ

れていない。国が世界の動きをよく把握していないこ

とや、新しいパラダイムがまだ国民に浸透していない

ところに問題がある。これについては、昨年12月にオ

ラ ン ダ のHague Center for Strategic Studies

（HCSS）が、海外のリン資源に依存するリスクを厳

しく指摘した上で、EUがリンの持続的利用に取組む

べき戦略を明示していることを伝えておきたい11）。こ

の報告書は、参考文献に記載したURLから誰でも無

料で取得できるから、とくに国の政策に関わる方には

ぜひ一読してもらいたい。

本稿では、リンの持続的利用をめぐる最近の世界の

動きを紹介し、わが国の立ち位置と取組むべき課題に

ついて述る。わが国も技術の議論だけに終始していた

のでは、これから世界の動きについて行くことは難し

くなる。欧米のように、広範な利害関係者を集めた議

論を行い、合意をもとに政策をつくりあげる手法は、

日本があまり得意とするところではない。しかし、「技

術よりも社会や経済の問題」として議論を進める欧米

の取組みには、長期的な戦略をもちえないわが国が見

習うべき点も多々ある。わが国もリンの持続的利用へ

向けた国際的な取組みに加わり、見習うべき点があれ

ばわが国の政策にも積極的に取り入れて行く努力が必

要であろう。

２．リンの資源問題

米国地質調査所（USGS）が今年１月に発表した最

新データによれば、2012年現在で世界のリン鉱石の経

済埋蔵量は約670億トンある12）。驚くことに、その約

75％は旧スペイン領西サハラを含むモロッコ王国一国

に集中している。もっとも、リン鉱石の経済埋蔵量な

るものはかなり曖昧な情報であり、USGSも各国から

聞き取った数値を積み上げて発表しているに過ぎな

い。例えば、USGSは2010年まで世界の経済埋蔵量を

約160億トンと見積もっていたが、2011年にはモロッ

コの経済埋蔵量を前年の57億トンから500億トンへと

一挙に約９倍増やし、世界の経済埋蔵量を約4.5倍も

増やしている。これについては、モロッコの資料がフ

ランス語で書かれていたため、USGSの担当者が読め

なかったという笑えない話も伝わっている。

2012年の世界のリン鉱石産出量が約2.1億トンであ

るから、USGSの経済埋蔵量にもとづけば、リン鉱石

の耐用年数（経済埋蔵量÷年間産出量）は約320年に

なる。ちなみに、2011年のデータをもとに計算すると

耐用年数は373年となり、１年で約50年も耐用年数が

減ったことになる。いずれにせよ、このような電卓を

叩いて得られる数値では、世界のリン事情に迫ること

は難しく、むしろ事態の本質を見誤る危険すらある11）。

リンの資源問題については、埋蔵量の地理的な偏在、

カドミウムや放射性物質など有害な不純物の増加によ

る品質の低下、およびリン鉱石価格の継続的な上昇に

目を向ける必要がある13）。

人類は地下からリン鉱石を掘り出し、リンを一度

使っただけでせっせと海へ捨て続けている。世界で一

年に約1,400万トンのリンが肥料として使われている

が、食物となって食卓に上るリンの量は約300万トン

に過ぎない11）。また、世界の人口一人当たりのリン配

分量（生産量÷人口）は一日約0.7グラムに過ぎない

が、先進国の大都市では人口一人当たり一日約７グラ

ムのリンが捨てられている。リンの持続的利用が求め

られる理由には、リン鉱石資源の枯渇の進行もある

が、非効率なリン利用とその結果としての環境汚染の

広がりがある。リンの持続的利用に関する議論では、

先進国によるリンの無駄使いと、発展途上国における

リンの不足が、新たな南北問題として指摘されてい

る。この動きは、地球規模でリン資源を管理するため

の国際的な枠組みづくりに発展する可能性も含んでお

り、今後の動向いかんによっては、地球温暖化ガス排

出規制の問題と同様に、わが国の国益にも影響しかね

ない2）。

黄リンの供給もまた、年々深刻さを増している。黄

リンは自動車、半導体やエレクトロニクスなどハイテ

ク産業で重要な工業原料である。昨年11月、欧州唯一

の黄リンメーカーであったThermphos International

社が倒産した。筆者が関係者から直接聞いた話による

と、カザフスタン製の黄リンに市場を奪われたことが

原因のようである。以前よりカザフスタンの黄リン

は、品質は良くないものの安価であることが知られて

写真１　リンの持続的利用に関する第１回欧州会議で
のTable�sessionの様子。



いたが、多くの企業は欧州唯一の黄リン事業を維持す

るため、割高を承知でThermphos International社か

ら購入していた。しかし、長引く欧州の経済不況は、

これを買い支え続けることを許さなかったようであ

る。

戦略的に黄リン事業を維持している米国を除いて、

世界の黄リン市場はこれから、カザフスタン、中国お

よびベトナムに依存することになる。もともと黄リン

の市場規模は小さく、短期に需給のバランスが崩れや

すい。不安定な市場で戦略的に価格を引き下げる国が

あれば、他国の製品は競争力を失ってしまう。意図的

に安い価格で競争相手を排除し、それから価格を吊り

上げるという常套手段が、黄リンにも持ち込まれたよ

うだ。

リンの持続的利用に関する国際的な議論の中では、

黄リンの問題は日本など先進工業国に限られた問題と

して話題になることは少ない。しかし、Thermphos

International社は、リン鉱石を使わず下水汚泥の焼却

灰や肉骨粉などから黄リンを製造する世界で最初の企

業を目指していた。リンの持続的利用に意欲的な民間

企業が、経済的理由によりその夢を諦めざるをえなく

なるのは残念でならない。このままでは、黄リン市場

はカザフスタン、中国およびベトナムの言いなりにな

りかねない。かって、2008年５月に発生した四川省大

地震の直後に、中国政府がリン製品の輸出規制を行っ

て、世界中がリンの争奪戦に巻き込まれたことはまだ

記憶に新しい。Thermphos International社の倒産が、

あの悪夢の再現とならないことを祈りたい。

３．持続的リン利用への取組み

今年３月に開催された第一回欧州会議には、筆者も

日本のリン回収・資源化への取組みを紹介するために

招かれた。EUでは、2010年に「資源効率の高い欧州」

を目指す戦略Europe2020が立てられ、2011年にはそ

の工程表が示されて、リンの持続的利用は重要な課題

の一つとなっていた。今回の会議の目的は、欧州にお

けるリンの持続的利用にかかわる利害関係者を一堂に

集め、政治、経済、行政、産業と社会にまたがるシー

ムレスな議論を行って、欧州にリンの持続的利用に取

組む新たな組織European Phosphorus Platformを構

築することであった。

前にものべたように、欧米では、「リンの持続的利用

は、技術よりも社会や経済の問題」との認識が強く、

社会・経済制度の見直しや回収リン市場の確立なしに

は、「技術はあっても使われない」との考えが根強い。

この会議の内容の一部はEuropean Phosphorus

Platformのホームページに出ているが6）、筆者がこの
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会議で印象に残った言葉をいくつか紹介しておきた

い。

Europe2020の戦略立案にかかわったG.J. Gerbrandy

氏は、「新たなグローバル問題が理解されるには時間が

かかる。地球温暖化は50年、生物多様性では100年か

かった」と述べ、リンの持続的利用の必要性を国民に

分かりやすく伝えることの重要性を強調した。EU環

境委員会のJ. Ptotocnik氏は、「リンの非効率な利用は、

資源を汚染物質に変え金を浪費させてきた。今日の取

組みが、明日の経済を助ける」と述べ、リンの持続的

利用への取組を宣言するEU Green Paperの早期承認

を促した。EU Green Paperが承認されれば、EU加盟

各国はこれを自国の政策に反映させることが求められ

る。リンの持続的利用に関するEU Green Paperにつ

いては、南欧と東欧の加盟国が経済的理由で承認を

渋っており、EU Green Paperの行方は参加者の最大

の関心事であった。また、ベルギー・フランダース地

区首相のK. Peeters氏は、レオナルド・ダ・ヴィンチ

の言葉「Knowing is not enough, we must apply;

Willing is not enough, we must do」を引用して、会

議の成果が着実に実行されることを求めた。この言葉

はドイツの詩人ゲーテの言葉としても知られており、

ともすれば議論に片寄りがちのEUの取組みに注意を

促した。

前にも述べたように、EUにおけるリン回収・資源

化については、「資源効率の高い欧州」への取組みの中

で、ドイツ、スイス、オーストリア、フランス、フィ

ンランド、チェコおよびスペインの７カ国によるP-

REXプロジェクトが、昨年９月から実施されている

（写真２）。本事業の目的は、EU各国で取組まれたリ

ン回収・資源化実証試験の成果を共有して、社会実装

に向けて共同して取り組むことである。P-REXプロジェ

クトの世話人を務めるBerlin Centre of Competence

for Water（KWB）のC. Kabbe博士によれば、欧州に

はフルスケールのリン回収・資源化実証プラントが20

余りあるとのことである14）。その内、余剰汚泥からリ

写真２　P-REXプロジェクトとのワークショップ、
2012年６月、ベルリン。
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ン回収する実証プラントが12、汚泥消化脱離液等の濃

縮液および汚泥焼却灰からリンを回収するものが、そ

れぞれ４プラントづつある。問題は、実証プラントは

あってもビジネスにつながっていない点である。P-

REXプロジェクトの成果はまだ公開されていないが、

C. Kabbe博士はリン資源リサイクル推進協議会の招

きで今年11月に来日され、日欧の取組みに関して意見

交換を行う予定になっている。

ブリュッセル滞在中に、米国アリゾナ州立大学のH.

Rowe博士から、全米科学財団の資金による「持続的

な食糧供給のためのリン共同研究」プロジェクトを開

始するとの連絡があった。５月中旬にワシントンDC

でkick-off meetingを開催するので、参加できないか

とのことであった。このプロジェクトでは、リンの持

続的利用を実現するためのグローバル戦略を、国際的

かつ学際的な議論を経て構築するようである8）。送ら

れてきた議事案によれば、リンの持続的利用に関わる

広範な利害関係者を集め、優先的に取組むべき課題を

抽出して、５年以内に戦略を提案するようである。こ

のプロジェクトでは今、kick-off meetingを終えて日

本にも取組みの進め方について意見を求めてきている

（Google+でP RCNで検索できる）。同様の取組みは、

前述のR. Scholz教授が主宰するGlobal TraPsプロジェ

クトでも行われており、日本からも東大の城山英明教

授、鎗目雅准教授、東北大学の松八重一代准教授や筆

者らが参加している（写真３）。欧州と米国で似たよ

うな取組みが別々に行われるのは効率的でないように

思われるが、米国でも取組みが開始されたことは心強

い。

世界各国のリン資源枯渇への危機意識と持続的リン

利用への取組みの進行度を図１に示している。この図

はあくまで筆者の主観によるものであるが、世界の動

写真３　持続的リン管理に関する国際研究プロジェク
トGlobal�TraPsの主要メンバー。

図１　世界各国の持続的リン利用への取組み状況とリン資源枯渇への危機意識の比較。



きを大づかみに把握するうえで参考になろう。リンの

持続的利用への取組みを開始している国はいずれも、

湖沼や内湾などの富栄養化防止を目的として、リンお

よび窒素の環境負荷の削減に取組んできた経験をもっ

ている。富栄養化防止への取組みを経ずして、リンの

持続的利用に着手することは経済的理由から難しい。

アジアを見ると、中国はいま下水道の普及が緊急の課

題となっており、これから富栄養化防止対策にも本腰

を入れることになる。この国は、世界最大のリン鉱石

産出国であるが、リンの国内消費量が年々増大してお

り、富栄養化防止のために下水等から除去されるリン

の資源化にも関心をもっている。韓国と台湾は目下、

富栄養化防止の対策に力を注いでおり、両国ともリン

資源を海外に全面的に依存していることからみて、い

ずれリンの回収・資源化に取り組むものと思われる。

タイ、フィリッピン、インドネシアなど東南アジア諸

国は、農業が盛んでリン肥料を多く消費しているが、

まだ富栄養化防止対策も進んでおらず、リン資源の持

続的利用が話題になる段階ではない。

４．わが国の立ち位置と課題

前にも述べたように、リン回収・資源化のフルプラ

ントがいくつも稼働している国は、世界でも日本だけ

である。岐阜市、鳥取市、福岡市、松江市や仙北市な

どの公共下水・し尿処理場に限らず、J-オイルミル

ズ、協和発酵バイオや日本合成アルコールなどの民間

企業でも、リンの回収・資源化が行われている。ま

た、昨年11月より、日本燐酸が下水汚泥焼却灰を原料

の一部に使用して、湿式法によるリン酸の製造を開始

している。

わが国では、リンの持続的利用はまだ国の政策課題

にはなっておらず、リンの回収・資源化を戦略的に支

援する長期的な政策も取られてない。欧米がめざして

いる回収リン市場の確立もなしに、なぜ日本では一部

とはいえリンの回収・資源化が行われているのだろう

か。その取組みの背景には、世界が学ぶべき社会や経

済のしくみが本当に存在するのか。あるいは日本でし

かありえない特殊な事情があるのだろうか。わが国は

今、「Recycle more」を推進するメカニズムを解明す

る絶好の舞台となっているが、当の日本はその立ち位

置に気がついていないように思われる。

リンの回収・資源化が事業として成り立ちにくいの

は、日本だけの問題ではない。経済性を成り立たせる

ために、社会や経済のシステムまで変えようとするの

が欧米の考え方である。日本は与えられた条件のもと

でできることを、こつこつと努力して実績を積み上げ

てきた。しかし、経済や社会の仕組みが今のままで
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は、これから大きな飛躍を期待することは難しい。欧

米からの熱いまなざしにもかかわらず、わが国では持

続的リン利用に取組む国家プロジェクトは実施されて

いない。活発化する欧米の動きを目の当たりにする

と、わが国もはやく欧米並みに持続的リン利用に関す

る研究開発に予算を付けるべきであると強く思う。こ

の点に関しては、今年３月わが国ではじめて持続的リ

ン利用に関する研究の必要性に言及した報告書が、科

学技術振興機構から発表されているのでぜひご覧頂き

たい15）。

リンの回収・資源化において日本が欧米の先を進ん

でいるのは、関係者の努力の賜物であることに違いは

ないが、いくつかの幸運にも恵まていたようである。

まず、リンの回収・資源化が成り立つには、回収リン

が肥料などに地産地消されることが望ましい。欧州で

はドイツ、オランダおよびスイスなどがリンの回収・

資源化に熱心であるが、肥料の製造販売が少数の大企

業に握られており、下水処理場等でリンの回収を行っ

ても、回収量が少なく品質も一定とはいかないから、

肥料会社が引き取らない。一方、日本には数十に及ぶ

中小の肥料会社が全国各地に存在し、回収リンの地産

地消が可能である。

今年４月、岐阜市に続き鳥取市で下水汚泥焼却灰か

らのリン回収・資源化プラントが稼働を始めた。日本

では汚泥焼却灰からのリン回収には、重金属類の溶出

が少ないアルカリ抽出法が用いられているが、欧州で

は焼却灰にカルシウムが多く含まれるため酸抽出法を

用いる必要があ。しかし、酸抽出法を用いると溶出す

る重金属類の分離にコストが掛かる。このため、すべ

ての下水汚泥を焼却処分しているスイスでも、未だに

リンの回収・資源化には着手できていない。スイスで

は、下水汚泥焼却灰を将来のリン資源として貯蔵して

いるが、「Recycle more」の視点から見ると埋め立て

処分とあまり違いはない。

わが国の排水基準の厳しさも、リン回収・資源化に

プラスに作用している。国土が狭く食の安全への関心

が高いわが国では、下水汚泥や焼却灰の埋め立て処分

と農地還元は難しい。一方、欧米の多くの国では、下

水汚泥を「Biosolid」と呼んで農地還元を行っている。

例えば、英国とフランスでは、下水汚泥の70および

60％がそのまま農地に還元されている2）。食の安全上、

直接口に入る野菜を栽培する畑には散布せず、一度散

布した農地にも10年間は散布しないなどの制限を設け

てはいるが、これをリサイクルと呼ぶかどうかについ

ては欧米でも議論がある。また、EUに東欧からの加

盟国が増えると、廃棄物が西から東に移動するように

なって、ドイツなどでは廃棄物の処理費が低減しリサ

イクルの動機付けが難しくなっている。これに比べ、
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わが国の汚泥処理はコスト高であり、リン回収・資源

化による汚泥処理費の低減は実施者に多くの経済的メ

リットを与えている。

わが国のリン回収・資源化にもまだ多くの課題があ

る。量的にみると、わが国におけるリン回収・資源化

の最大のターゲットは、製鉄工場で発生する製鋼スラ

グである。もし、製鋼スラグからのリン回収・資源化

ができれば、わが国のリン鉱石輸入量を大幅に削減す

ることが可能である。製鋼スラグからのリン回収・資

源化には技術的な開発要素も多いが、わが国の技術力

をもってすれば、世界が注目する成果を生み出すこと

は間違いないだろう。仮に、世界の鉄鉱石年間産出量

を約30億トン、リン含有率を0.1％とすると、世界で

年間300万トンのリンが回収・資源化できる可能性が

ある。この量は、世界のリンの年間生産量1,800万ト

ンの1/6にもなる。

東京、大阪、神戸のような巨大都市でのリン回収・

資源化事業は、まだ世界でも行われていない。その点

では、昨年度に実証試験を終えた旭化成ケミカルズに

よる高速リン吸着剤を用いる下水二次処理水からのリ

ン除去や、現在神戸市で行われている水イング社によ

るMAP回収プロセスの事業化に期待したい。肥料取

締法についても、回収リンを用いた肥料により魅力的

な名称を付与するなど、持続的リン利用の時代に見合

う見直しは必要であろう。EUでも肥料管理に関する

法制度の見直しを求める声は上がっており、この問題

はわが国が一国で取組むよりも、欧米と連携して戦略

的に取組んだ方が効果的かもしれない。この他、リン

回収・資源化のコストを低減する技術の開発も必要で

ある。太平洋セメント・小野田化学工業による非晶質

ケイ酸カルシウムを用いる方法なども、今後コスト削

減につながる可能性を秘めており期待したい。

工業的には、黄リンの安定供給を確保する必要があ

る。回収リンを自動車、半導体、エレクトロニクス、

バイオ産業などの分野で再利用するには、黄リンまた

は高純度のリン酸まで再生する必要がある。黄リンは

白リンに赤リンが混ざったもので、白リンは焼夷弾の

原料でもある。兵器製造を産業としないわが国が黄リ

ン製造工場をもつことは難しい。ハイテク産業等に必

要な黄リンを確保するには、黄リン原料に適した下水

汚泥焼却灰などから人工リン鉱石をつくり、タンカー

で海上輸送して海外で黄リンを製造するなど、国際的

な解決策を考える必要がある。あるいは、高温のキル

ンを使い下水汚泥焼却灰等からリン酸をガスとして回

収する技術の実用化に取り組むべきであろう。この技

術は、黄リン製造とは異なり電気炉を使用する必要が

なく、電力の供給に問題をかかえるわが国にとり、救

世主となるかもしれない。

欧米での取組みに見るように、リンの持続的利用の

必要性を国民にわかりやすく伝える努力も絶対に必要

である。そのためには、第1回欧州会議のように、一

般市民やジャーナリストなども含めた公開シンポジウ

ムを日本でも開催する必要がある。また、わが国でリ

ンの持続的利用をめぐる国際シンポジウムを開催する

などして、海外との意見交換を積極的に行っていくこ

とも重要である。

５．おわりに

リンの持続的利用に取組むためには、すべての利害

関係者を集めて意見交換を積み重ねることが効果的で

ある。昨年、米国科学アカデミーは、米国内の輸送用

燃料の約5%を微細藻類から生産されるバイオ燃料で

まかおうとするだけでも、年間約100〜200万トンのリ

ンが必要になると発表した。世界のリンの年間生産量

は約1,800万トンであり、その約15％の270万トンが肥

料以外の工業用リンとして使われている。米国内の輸

送用燃料のわずか5%をバイオ燃料でまかなうだけで

も、世界の工業用リンの大半がなくなってしまう。バ

イオマスが再生可能資源であるためには、リンがいつ

でも豊富に手に入ることが前提となっていることを、

もっと早く理解しておく必要があったようだ。

今、国際科学会議（ICSU）などで、持続的な食料

確保、水利用、クリーンエネルギーや生態系保全など

の地球的課題に総合的に取り組む国際プロジェクト

「Future Earth」が計画されている。このプロジェク

トにおいても、科学者や技術者のみならず政治、経

済、産業や社会などの広範な分野から利害関係者を集

めて議論することが検討されているようである。欧米

の取組みとの比較において、日本の立ち位置はやはり

技術であり、いかに産業に利益をもたらすかが重要で

ある。しかし、わが国においても国の戦略的な政策支

援と回収リン市場の確立は、長い目で見て極めて重要

である。「技術よりも社会や経済の問題」としてシステ

ムから変えて行こうとする欧米の取組みと同じこと

は、日本一国ではとてもできない。むしろ、欧米の取

組みと連携し、その成果を外圧として活用しながら学

ぶべきところは学んで、日本の政策にも反映させてゆ

くことが利口であろう。
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１．はじめに

下水汚泥や家畜ふん尿等から生産された良質なコン

ポストは、各種養分の供給機能、土壌の団粒化による

保水性・保肥力の向上機能等を有し、作物の安定生産

に不可欠なバイオマス資源である。また、地力維持お

よび土壌微生物相の多様化による病原菌の低減機能な

どを有し、環境保全型農業の推進に重要な役割を果た

している。

ここでは、我が国の下水汚泥や家畜ふん尿など有機

性廃棄物の発生量と、農耕地における環境保全にも配

慮した有機性廃棄物の受け入れ可能量等からみた下水

汚泥の利活用のあり方について考察したい。

２．我が国の有機性廃棄物の発生量

生物系廃棄物リサイクル研究会が1999年にとりまと

めた我が国の生物系廃棄物の発生量とその中に含まれ

る窒素（N）、リン酸（P2O5）およびカリ（K2O）の総

量を表１に示した1）。表１より窒素発生量の多い生物

系廃棄物は、家畜ふん尿が749千トン、し尿が約120千

トン、下水汚泥が約89千トン、畜産物残渣が約84千ト

ン、生ゴミが約80千トンで、上位５者を合わせると

1,122千トン（全発生量の85％）に達する。

３．我が国の農耕地における家畜ふん尿やコン
ポスト窒素の受け入れ可能量

各作物の安定生産のために望ましい堆肥の施用基

準、および一部作物については化学肥料を可能な限り

家畜ふん尿やコンポストで代替すると仮定すると、我

が国の農耕地で環境保全的に受け入れ可能な最大窒素

量は、表２のようになる2）。ここで、飼料作物につい

ては牧草や青刈りトウモロコシの予想収量を50〜60

t/haに設定した場合の施用量である。表２より、延べ

作付面積5,205千ha当たりの受け入れ可能な最大窒素

量は、１年間に713千トンで、表１の家畜ふん尿中の

窒素量749千トンとほぼ等しくなる。

一方、金澤3）は、都道府県の化学肥料と堆肥の施用

基準の平均値を基に、主要132作物の作付面積から窒

素、リン酸およびカリの需要量を試算し、表３のよう

にとりまとめている。主要132作物の作付面積は、平

成17年度の作付延べ面積（4,384千ha）の93％で、施

肥基準の平均値から求めた窒素需要量は465千トンと

なった。化学肥料に加えて有機質肥料と家畜ふん堆肥

から作物に供給される総窒素量は675千トンで、窒素

については現状では施肥基準値の1.45倍相当と試算し

ている。

平成17年の窒素需要量465千トンの半量をコンポス

トで代替し、その際のコンポストの肥効率を0.5と仮

定するとコンポスト窒素の需要量は465千トンとなる

農耕地における下水汚泥コンポストの
循環利用と課題

秋田県立大学生物資源科学部

生物環境科学科 尾　� 保　夫

キーワード：有機性廃棄物、コンポスト、循環利用、融合コンポスト、窒素受け入れ可能量、肥料成分需要量
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が、このコンポスト窒素需要量は家畜ふん尿に含まれ

る窒素量749千トン（表１）より大幅に少ない。これ

らの試算結果は、我が国の各作物の作付面積を現在の

約２倍に増やさないと、家畜ふん尿や下水汚泥（し尿

を含む）中に含まれる窒素（958千トン）を農耕地で

環境保全的に有効利用できないことを示唆している。

４．下水汚泥コンポストの利用促進と今後の課題

下水汚泥コンポストの農耕地での利用促進を図るた

表２　各作物生産におけるふん尿あるいは堆肥の受け入れ可能量（志賀、1994）

表１　我が国の生物系廃棄物の発生量と肥料成分含有量（生物系廃棄物リサイクル研究会、1999）



めには、表１からも分かるように下水汚泥コンポスト

は、窒素、リン酸に比べカリの含有量が少ないので、

下水汚泥と牛ふん等を組み合わせ、各作物の養分吸収

特性に合った高品質な融合コンポストを作ることが大

切である。現在、日本土壌協会において、窒素の存在

形態が異なる様々な下水汚泥コンポストを用いた各種

作物の栽培試験が行われており、その研究成果が期待

される4）。

また、畜産が盛んな地域などでは、家畜ふん尿の発

生量が農耕地の肥料成分受け入れ可能量を超え、下水

汚泥等を受け入れる余地がないところもある。このた

め、家畜排せつ物利活用方策評価検討システム5）などを

用いて、あらかじめ地域ごとの有機性廃棄物の受け入

れ可能量を把握し、余剰有機性廃棄物については地域

特性に合った有効利用法を検討することも大切である。

下水汚泥コンポスト利用促進のための課題をまとめ

ると、以下のようになる。

１）汚物や廃棄物を水で洗い流し・処理する従来型の

下水道から「資源のみち下水道」への転換を図る

ため、利用者の有害物質の使用自粛等を含めた意

識改革やＰＲにも力を入れ、安全で高品質な融合

コンポストを生産する。

２）耕種農家の下水汚泥中に含まれる重金属について

の不安が十分解消されていないので、主要作物に

ついて、土壌の種類ごとに高品質な融合コンポス

ト等を用いた長期連用試験を新たに実施（5〜10

年）し、不安の解消を図る。その際、化学肥料

区、豚ぷん堆肥区、牛ふん堆肥区などを作り、各

作物の収量、品質、重金属含有量等を調査・解析

する。

３）各地域の土壌や気象条件に適した作付体系と各作
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物の養分吸収パターンに合った高品質な融合コン

ポストを開発し、ＪＡや農家に積極的な利用を働

きかける。

４）農業は、小規模農業から集団営農等の大規模農業

に、徐々に変わっている。経営規模が大きくなれ

ば、各経営体がコンポスト散布機等を購入し、計

画的なコンポスト施用が可能になると期待できる。

５）21世紀中頃にはリン鉱石が輸入できなくなる事態

も想定されるので、作物生産に必要なリン酸468

千トン（表３）を、畜産廃棄物と下水汚泥等に含

まれるリン酸520千トン（表１）の循環利用等で

賄う新たなシステムの開発を目指して、各地の農

業試験場や大学と連携し、長期的な視点に立った

基礎研究を始めることも必要である。
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１．平成25年度予算の概要

大規模災害の発生が懸念される一方、インフラの老

朽化が進行し、国民の命と暮らしを守るインフラ整備

が大きな課題として浮上している。このような状況の

なか、国土交通省の平成25年度予算については、「復

興・防災対策」、「成長による富の創出」、「暮らしの安

心・地域活性化」の３分野に重点化の上、平成24年度

補正予算と一体となって、ハード、ソフト両面から計

画的、総合的に老朽化対策、事前防災・減災対策等を

推進し、限られた予算で最大限の効果の発現を図るこ

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

平成25年度の
下水道事業予算について

キーワード：下水道革新的技術実証事業、防災・安全交付金

解　　説

特集：平成25年度下水汚泥資源利用等に関する予算及び研究内容と今後の方針の解説
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ととしている。平成25年度予算においては、国土交通

省全体の公共事業関係費として、４兆4,891億円（地

域自主戦略交付金の廃止に伴う移行額5,157億円が含

まれる）を計上しており、地域自主戦略交付金の移行

額等を含めて前年度並の予算を確保している。

２．下水道事業関連予算

（1）社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金

国土交通省では、平成22年度予算で従来の個別補助

金を原則一本化し、地方の自由度を高めた社会資本整

備総合交付金を創設した。また、平成24年度補正予算

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道事業課 計画調整係長

安　藤　　　慎

表－１　交付金予算額
（単位：百万円）

※下水道事業に係る費用は、この内数である。 
※上段（　）書きは、前年度予算額に地域自主戦略交付金の前年度予算額（国土交通省関係分）を加えた額である。
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より、「命と暮らしを守るインフラ総点検・再構築」及

び「生活空間の安全確保・質の向上」に資する事業を

「防災・安全交付金」に一括化し、「防災・安全」に対

して重点的な支援を実施することとしている（図－
１）。なお、下水道事業においては、浸水対策、地震

対策、老朽化対策、合流改善対策が防災・安全交付金

の主な対象となる。平成25年度予算においては、社会

資本整備総合交付金及び防災・安全交付金を表－１の

とおり計上しており、下水道事業の交付金は、それぞ

れこの内数となる。

（2）全国防災の取扱、地域自主戦略交付金の廃止

全国防災事業は、「東日本大震災からの復興の基本方

針」（H23.7.29東日本大震災復興対策本部決定）に基づ

き、平成23年度3次補正予算より計上されてきた。し

かしながら、行政刷新会議の新仕分け（H24.11.16開

催）の整理等を踏まえた「今後の復興関連予算に関す

る基本的な考え方」（H24.11.27復興推進会議決定）に

おいて、「被災地向け以外の予算は、一定の要件を満た

す津波対策を除き、東日本大震災復興特別会計には計

上しないこととする」とされたことを受け、平成25年

度予算では下水道事業は全国防災事業として計上され

ていない。

また、地域自主戦略交付金は、地域の自由裁量を拡

大するため、各府省所管の都道府県向けの投資に係る

補助金等の一部を内閣府予算として一括計上し、平成

23年度に創設された。しかしながら、「日本経済再生に

向けた緊急経済対策」（H25.1.11閣議決定）において、

「平成25年度に地域自主戦略交付金を廃止し、各省庁

の交付金等に移行した上で重要な政策課題に対応す

る」とされており、事業、財源が各省に移行されるこ

ととなる。

（3）下水道事業費等

平成21年度に設定された国庫債務負担行為の歳出

化、下水道事業調査費等をあわせた下水道事業費等に

ついては、社会資本整備総合交付金等とは別に53億

5,000万円（国費、対前年度比0.91）を計上している。

平成25年度には、下水道事業調査費として「管渠マネ

ジメントシステム技術の実証」、「下水汚泥バイオマス

を活用した発電技術の実証」（両者とも下水道革新的技

術実証事業）等を実施する。

（4）その他の下水道事業関連予算（他省庁計上予算）

【汚水処理施設整備交付金】

地域再生法に基づき地方公共団体が作成する「地域

再生計画」に対する特別措置の一つである地域再生基

盤強化交付金について、平成25年度予算では、502億

円（国費、平成24年度予算額558億円、対前年度比

0.90）が内閣府に計上されている。下水道事業を含む

汚水処理施設整備交付金はこの内数となる。

【沖縄振興公共投資交付金】

沖縄振興に資する事業への支援として、平成25年度

予算では、810億円（国費、平成24年度予算額771億

円、対前年度比1.05）が内閣府に計上されている。

【東日本大震災復興交付金】

東日本大震災により著しい被害を受けた地域の復興

を進めるための支援として、平成25年度予算では、

5,918億円（国費）が復興庁に計上されている。

３．平成25年度新規事項等

（1）下水道総合地震対策事業の拡充

大規模地震が発生した場合における下水道管渠の被

害を抑制し、都市機能の継続的な確保等を図るため、

図－１　交付金制度の変遷



都市再生緊急整備地域（一部地域を除く。）における

下水道管渠（当該地域と終末処理場とを接続する管渠

を含む。）及び河川下に埋設された管渠の耐震化を交

付対象に追加し、人口・都市機能等が集中した地区等

における下水道管渠の耐震化を重点的に推進する。（図

－２）

また、本事業の制度期間について、平成25年度より

５年以内に策定された下水道総合地震対策計画に位置

づけられた施設を交付対象とするよう延伸する。

（2）管渠の老朽化対策の緊急実施

道路陥没や下水道機能の停止等による暮らしへの影

響を未然に防止するため、人口20万人以上の都市に存
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する管渠で布設から50年を経過したものを新たに交付

対象に追加し、管渠の点検・調査、改築等、老朽化対

策を緊急的に実施する。なお、当該制度は、平成24年

度補正予算から平成25年度予算までの時限的な措置と

なる。（図－３）

（3）管渠マネジメントシステム技術の実証（下水道革

新的技術実証事業）

老朽化が進む長大な下水道管渠を適切に管理するた

め、スクリーニング調査を核とした管渠マネジメント

システム技術をモデル処理区において構築・実証し、

管渠のライフサイクルコストの低減と投資の最適化を

推進する。（図－４）�

図－２　下水道総合地震対策事業拡充のイメージ

図－３　50年経過管の老朽化対策に係る交付対象拡充イメージ
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（4）下水汚泥バイオマスを活用した発電技術の実証

（下水道革新的技術実証事業）　

エネルギー需給の逼迫や地球温暖化の進行等を踏ま

え、下水汚泥バイオマスのもつエネルギーを電力に変

換する技術として、下水汚泥バイオマスの燃焼による

発電技術を、国が主体となって実証し、再生可能エネ

ルギーの普及拡大を推進する。（図－５）

４．おわりに

東日本大震災からの復旧・復興と全国的な安全・安

心対策を実施するとともに、老朽化の進む膨大な下水

道施設のストックマネジメントのための礎を築くこと

等が、喫緊の課題となっている。こうした課題に対応

するため、平成25年度予算において、下水道総合地震

対策事業の拡充及び布設後50年以上経過した管渠の老

朽化対策に係る交付対象の拡充（平成24年度補正予算

から平成25年度予算までの時限的な措置）を行うこと

としており、積極的にご活用頂きたい。

なお、近年、交付金制度の見直し等が毎年行われて

いるが、各地方公共団体においては制度を十分に理解

の上、適切かつ効率的な執行を行って頂くようお願い

したい。

図－４　管渠マネジメントシステム技術の実証

図－５　下水汚泥バイオマスを活用した発電技術の実証
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１．はじめに

我が国の将来的エネルギー及び環境についての方針

は、国家戦略室に設置されたエネルギー・環境会議に

おいて議論されていたが、平成24年12月に国家戦略室

が廃止されたことに伴い、議論が進まない状態となっ

ている。

一方、本年１月に設置された産業競争力会議におい

ては、日本経済再生本部の下、我が国産業の競争力強

化や国際展開に向けた成長戦略の具現化と推進につい

て調査審議するため検討が行われている。議長は総理

大臣が務め、構成員は数名の閣僚と民間の有識者であ

る。

本会議では、いわゆるアベノミックスを進めるた

め、「成長戦略」策定を目指しており、新聞報道によれ

ば、６月14日にも閣議決定される予定となっている。

５月29日に開催された第10回残業力競争会議におい

て、成長戦略の基本的考え方が提示された。

バイオマス活用に当たって、エネルギー政策と環境

政策の双方に基づき、バイオマス活用方針を検討すべ

きである。しかし、国の新たなエネルギー及び環境方

針が定まっていない中、既存のエネルギー及び環境方

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

農林水産省におけるバイオマスの
総合利用推進の方針について

キーワード：成長戦略

解　　説

特集：平成25年度下水汚泥資源利用等に関する予算及び研究内容と今後の方針の解説

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

針に基づきつつ、産業競争力強化を目指した流れに従

うのが本筋と思われる。

２．バイオマス活用の基本的考え方

昨年９月に「バイオマス事業化戦略」が、関係７府

省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済

産業省、国土交通省、環境省）の連携の下、策定され

た（図１参照）。図１の副題が示す通り、技術とバイ

オマスの選択と集中による事業化の推進を目指してい

る。バイオマス活用するためには、何かしらの（変

換）技術が必要であり、バイオマスがエネルギー

（熱、電気、燃料）に変換される。様々な技術がある

中で、事業環境が整備されるという条件が付くにし

ろ、実用化できる技術とそれら技術で変換できるバイ

オマスをターゲットに、限られた人的・資金的資源を

集中させることが基本原則である。

図１の「Ⅲ　技術のロードマップと事業化モデル」

で示されたように、実用化できる技術は「メタン発

酵・堆肥化、直接燃焼、固形燃料化、液体燃料化」の

４つであり、バイオマスは「木質、食品廃棄物、下水

汚泥、家畜排せつ物等（余剰・規格外農産物など）」

である。

農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課課長補佐

佐　藤　京　子
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図１　バイオマス事業化戦略の概要



このバイオマス技術の実用化を念頭に、地域に豊富

に存在するバイオマスを用い産業化を目指す地方自治

体ら地域の取組みの支援を行うため、「バイオマス産業

都市の構築」を進めている。ここで、「地方自治体ら」

の取組みとあるのは、地域資源を活用し、それから得

られる利潤は地域に還元することが当然のごとく強く

求められているためであり、民間企業単独が作った事

業計画ではその担保が難しいと考えられるからであ

る。地方自治体又は地方自治体と民間企業との連携の

取組みが支援対象となる。

３．農林水産省の支援策

農林水産省では、バイオマス産業都市の構築を目指

す地域を対象とする支援策として、平成24年度補正予

算及び平成25年度当初予算を確保している。平成24年

度補正予算は11億円、平成25円度当初予算は13億円と

なっている。内容は、地域の構想を取りまとめる構想
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づくり支援と、バイオマス活用に必要な施設整備の支

援である。構想づくり支援は定額、いわゆる全額補助

だが、上限が設けられている。施設整備の支援は、二

分の一補助となっている。さらに、施設整備支援を受

けるためには、バイオマス産業都市に認定されること

が条件となっている。

４．バイオマス産業都市の認定

バイオマス産業都市の最初のステップは、構想づく

りである（図２参照）。どのような種類のバイオマス

を用い、どのようなエネルギーに変換するのか、その

エネルギー利用法、新たな雇用、必要な施設、資本、

ランニングコスト、収支性などを構想として取りまと

めた地域は、その構想を持ってバイオマス産業都市の

認定を受けるべく、応募することとなる。認定の募集

は、７府省共同で行い、農林水産省が事務局となって

いる。

図２　バイオマス産業都市選定の流れ
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第１次募集は、平成25年３月22日から４月26日まで

行われ、11地域から応募があった。その後、事務局に

おいて書類の不備等を確認し、有識者で構成する選定

委員会が審査・評価を行い、選定推薦案が決定される

段取りとなっている。選定委員会の委員は公平性を期

すために非公表となっている。

既に応募のあった11地域の構想について、評価が行

われている最中であり、第１回目のバイオマス産業都

市の認定・公表は、６月中旬ごろになると見込まれる

（その後、６月12日に公表された）。

認定された地域は、前述の農林水産省の予算事業の

施設整備支援事業に応募が可能となる。バイオマス産

業都市の応募は年に数回予定されており、第２回目は

秋以降の予定である。本稿をまとめている時点での情

報では、新たに50を超える地域が自らの構想を作成中

又は検討中であり、今後バイオマス産業都市への応募

はかなりの数になると見込まれる。

５．バイオマス産業都市構想の評価の視点 

バイオマス産業都市の構想づくりでは、次の観点か

らの評価・計画が必要不可欠であり、有識者で構成す

る選定委員会においてもこの観点が総合的に評価され

る重要なポイントである。�

（1）先導性 

バイオマス産業都市が目指す将来像と目標を実現

し、全国のモデルとなるような取組であるか。�

（2）実現可能性 

自治体・事業者等の地域の関係者の連携の下で経

済性が確保された一貫システムの構築が見込まれる

など、地域のバイオマスを活用した産業創出と地域

循環型のエネルギーの強化の実現可能性が高いか。�

（3）地域波及効果 

地域のバイオマスの利用促進、地域循環型のエネ

ルギーの強化、地域産業振興・雇用創出、温室効果

ガス削減などの地域波及効果が高いか。�

（4）実施体制 

自治体・事業者等の地域の関係者の連携の下でバ

イオマス産業都市構想の具体化、評価等を適確に実

施していくための実施体制ができているか。

６．終わりに

海外から、安価で大量なバイオマスや中間加工品を

輸入し、国内でエネルギー利用することも、コスト的

な面から、進めるべき方策と思料される。しかし、地

域分散型エネルギー、さらにはもっと進んだ自給自足

型エネルギー地域の確立のために、地域のバイオマス

資源を利用する取組みを進めることも重要である。

地域のバイオマス資源には、農林水産業由来のバイ

オマスである畜産廃棄物、間伐材、非食用作物、規格

外農産物があるが、地域バイオマスには、加工・製造

業由来の、スーパーなどの小売由来の、一般家庭由来

の食品廃棄物も含まれる。これらは全国流通するもの

ではなく、その地域で処理されたり、リサイクル（再

利用）されているためである。さらには、下水道事業

に由来する下水汚泥もある。これら様々バイオマス資

源を、実用化技術であるメタン発酵や直接燃焼によ

り、地域で利用できるエネルギーを生み出すことを自

立的に行うことができる地域が、まさにバイオマス産

業都市である。

関係府省と連携しつつ、バイオマス産業都市の構築

を進めてまいりたい。
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１．はじめに

近年、地球温暖化問題がクローズアップされ、温室

効果ガス削減と資源の有効利用の観点から平成21年９

月には「バイオマス活用推進基本法」が制定されるな

ど、下水汚泥等のバイオマスは貴重な資源のひとつと

してみなされるようになってきた。国土交通省におい

ても今後の下水道の方向性を見据えた「下水道ビジョ

ン2100」のなかで、持続可能な循環型社会を構築する

ために、これまでの「汚れた水をきれいにすること」

中心の下水道から、「現代社会の資源循環の要」となる

新しい下水道への転換をめざすべきとして「循環のみ

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

日本下水道事業団における
汚泥の処理・有効利用に関する

調査研究の概要

キーワード：循環型多層燃焼炉、高効率脱水技術、バリアフィルム燃料、次世代型階段炉

解　　説

特集：平成25年度下水汚泥資源利用等に関する予算及び研究内容と今後の方針の解説

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ち」を基本コンセプトに掲げて下水汚泥等有効利用に

係る各種施策を展開している。

このような背景のもと、日本下水道事業団（以下

JS）では平成24年６月に「JS技術開発基本計画（３

次計画）」（表１参照）を発表し、その中で省エネ・創

エネシステム技術の分野で、エネルギー・資源回収を

目的とした下水処理場の最適化を基本目標の一つとし

て定めた。そして、今後の技術開発、さらに実用化、

プロジェクトへの導入をはかり、健全な水環境と資源

循環の創出に貢献することを目指している。

ここでは、平成25年度に予定している下水汚泥の

有効利用・処理技術に関する研究テーマの概要等につ

いて報告する。

日本下水道事業団技術戦略部　資源技術開発課

島　田　正　夫

表１　JS技術開発基本計画（３次計画）（平成24年６月発表）
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２．今年度調査研究テーマ

2.1　固有テーマ

JSが独自に課題を定めて実施する調査研究業務で、

汚泥処理関係では従来から省エネ・創エネに関する

テーマを中心に取り組んでいる。

今年度は、新技術の事後評価に関する調査として、

近年導入実績が増えている下水汚泥固形燃料化プラン

トの事例について整理する予定にしている。

なお、研究テーマとしては終了しているが熱改質高

効率嫌気性消化システムについては高い分解ガス化率

と汚泥減量化が期待できることから、今後普及促進を

図るべくJS新技術Ⅰ類に選定（平成25年３月）し、主

に改築更新を計画している既存嫌気性消化プロセスへ

の導入を働きかけることにしている。

また、担体充填式高速嫌気性消化システムについ

て、平成23年度～24年度にかけて実施してきた下水道

革新的技術実証研究（B-DASHプロジェクト）の成果

として平成25年３月に導入ガイドラインもまとめら

れ、コンパクトで導入コスト低減が期待できることか

ら、主に新規でメタン発酵プロセスの導入を検討して

いる処理場を中心に働きかけていくことにしている。

2.2　受託テーマ

国や地方自治体等からの委託要請等により実施する

研究調査業務で、汚泥の処理・有効利用に関するテー

マのみでも毎年５～10件程度実施している。本年度の

受託箇所及び実施内容については現在調整中である

が、概ね次の内容が予定されている。

○下水汚泥の再生可能エネルギー化に関する革新的技

術実証事業（B-DASH事業）

機内二液調質型遠心脱水機による低含水率汚泥を対

象に、ボイラ付次世代型階段炉とスクリュ式発電機＋

バイナリ発電機等の組み合わせによる「下水道バイオ

マスからの電力創造システムに関する技術実証研究」

を、和歌山市、京都大学、㈱西原環境、㈱タクマとの

５者による共同研究体を結成して実施する予定にして

いる。

○下水汚泥有効利用法に関する調査

エネルギー回収を目標とした焼却処理技術や固形燃

料化など、汚泥の新しい有効利用可能性について調査

検討する。

○嫌気性消化システム導入基本検討業務

現在脱水ケーキとして場外搬出し産業廃棄物処理場

で焼却処理しているが、バイオマス資源としての有効

利用や減量化の可能性について検討する。

○特殊な排水受け入れによるメタン発酵処理への影響

調査

季節的に大量に発生する地場産業の事業系排水を下

水処理場に受け入れた場合、水処理や汚泥処理施設へ

の影響の有無を実験的に確認する。

○し尿等未利用バイオマスと下水汚泥混合メタン発酵

に関する基本検討業務

事業効率化とバイオマス資源有効利用の面から、し

尿・浄化槽汚泥を下水処理場に受け入れた場合の水処

理施設への影響、バイオマスエネルギー化への効果等

について検討する。

○放射性物質を含む下水汚泥に係る対策の技術的支援

業務

2.3　共同研究テーマ

JSと民間企業が共同で実施する研究調査業務で、

JSが公募した研究課題について行う公募型共同研究

表２　平成25年度に予定している汚泥処理・有効利用関係の共同研究（Ｈ25年５月時点）



と、民間企業が提案してきた研究課題について行う提

案型共同研究がある。平成25年度実施予定の共同研究

テーマを表２に示した。

（1）低環境負荷型焼却処理技術

流動焼却炉は焼却効率が高いため未燃焼分が少な

く、臭気対策が不要で維持管理も容易などの特徴から

近年最も多く採用されている汚泥焼却方式であるが、

他の焼却方式に比べＮ2Ｏ排出係数が大きくなるとい

う課題を有している。現在Ｎ2Ｏ対策として実施され

ている850℃以上の高温焼却方式は、従来運転（800℃

焼却）に対し約６割のＮ2Ｏ削減効果があるものの、

一方で補助燃料使用量増に伴い、ランニングコストが

増加するという問題を有している。

そこで省エネルギー型温室効果ガス排出抑制技術と

して図１に示す抑制型循環流動部と後燃焼部からなる

「循環型多層燃焼システム」の実用化に向けた共同研

究を昨年に引き続いて実施する。本システムは、循環

流動部では低空気比で管理することで還元雰囲気であ

るため汚泥中窒素の酸化が抑制（Ｎ2Ｏ生成抑制）、後

燃焼部では燃焼用空気を複数個所から供給することで

余剰空気率を抑制、発熱反応に寄与しない余剰空気に

よる冷却効果を抑えて高温場を形成しＮ2Ｏを分解す

るものである。

今年度は機内二液調質低含水脱水ケーキへの適用性

調査、並びにライフサイクルコスト（LCC）試算等を

行うことにしている。

（2）高効率脱水処理技術

下水汚泥の処理処分や有効利用を図る上で、脱水汚

泥の低含水率化は最も重要な課題となる。

JSではこれまで機内二液調質型遠心脱水機、圧入式

スクリュ濃縮脱水機の２つのタイプの脱水機を対象に

省エネ・低含水率化を目的とし、その性能を確認して

きた。今年度は、ベルトプレス型脱水機の低含水率化

について共同研究を開始する。ベルトプレス式は性状

変動に強く間欠運転にも追従し、操作性・維持管理性

も良好なことからわが国では最も多く導入されている
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脱水機である。今回対象とする機種を図２に示す。二

液法によるベルトプレス脱水で、ベルトの濃縮工程を

ろ布濃縮工程と一次脱水工程の２つに分け、ろ布濃縮

を行った後にポリ鉄を注入し効率よく混合し、一次脱

水を行うことで従来より大幅に濃縮濃度が増加し汚泥

量が減少する。これにより二次脱水工程でベルト速度

を低下させることが可能となり、脱水時間の増加によ

り脱水汚泥の低含水率化を目指すものである。

従来の１液法と比較してケーキ含水率を７％以上低

下させることを目標とし、難脱水汚泥の一つである消

化汚泥でもケーキ含水率75％程度が期待される。

（3）エネルギー回収型焼却処理技術

焼却炉は現在広く採用されている流動床炉ではなく

図３に示す次世代型階段炉（ストーカ炉）を採用し、

炉の後段に設置のボイラにて熱回収を行うものであ

る。次世代型階段炉は従来型階段炉に比べ、炉内乾燥

機能を強化することで前段の汚泥乾燥機が省略できる

図１　循環型多層燃焼システムの概略フロー

図２　後注入２液型ベルトプレス脱水機

図３　次世代型階段炉の概要
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など、建設コスト及び電力消費量の低減が可能とな

る。また炉内で900℃以上の高温燃焼域を持つことに

より、温室効果ガスであるＮ2Ｏの発生量も大幅に削

減が期待される。

本焼却炉を核に、JSで既に開発済の機内二液調質型

脱水機や、各種蒸気発電システム（復水タービン発電

機やスクリュ式発電機、バイナリ発電機）と組み合わ

せることで、下水道分野における新しいエネルギー回

収システムとして確立するものである。

ちなみに、本システムは前述したように、平成25年

度国土交通省の下水道革新的技術実証事業（B-DASH

事業）の「下水道バイオマスからの電力創造システム

に関する技術実証研究」として実施が決まっている。

（4）省エネ型乾燥技術

従来の乾燥技術では乾燥熱源に高温高圧な空気や蒸

気を利用していたため燃料コストが多くかかり、ま

た、加温することにより臭気成分が蒸発水分中に溶け

出すため能力の高い脱臭設備を設ける必要があるなど

の課題を有していた。そこで、機内二液調質型遠心脱

水により脱水された汚泥の特徴を活かし、常温空気を

用い簡易な脱臭設備ですむ低コストな乾燥技術を開発

するものである（図４）。

（5）汚泥燃料化技術

下水汚泥のバイオマスエネルギー資源利用として、

メタン発酵によるバイオガス化とともに固形燃料化が

注目されている。固形燃料としては乾燥燃料と炭化燃

料があり、汚泥の有している潜在的エネルギー価値を

有効に利用するには乾燥燃料として利用する方が有利

であるが、炭化燃料に比べ保管や運搬時における臭気

発生が課題となることがある。

そこで、図５に示すように乾燥した汚泥をフィルム

で包み込むことで臭気の発生を抑制するバリアフィル

ム無臭化技術の実用化に取り組んでいる。今年度は、

昨年度に引き続いて本燃料の長期保存性の評価、木質

バイオマスとの混焼条件の調査、燃料受入先など事業

化に関する検討を行うことにしている。なお、本技術

は従来の炭化、乾燥燃料化事業では採算が取りにくい

中小規模処理場での採用を一つの開発目的としてい

る。

３．おわりに

先日（５月９日）半世紀以上の歴史を持つ米国ハワ

イ・マウナロア観測所での大気中の二酸化炭素（CＯ2）

濃度が初めて400ppmを超えたとの発表があった。同

観測所は人間活動の影響が少ないマウナロア山の標高

3400ｍに設置され、地球温暖化の原因とされるCＯ2増

図４　処理場における常温乾燥技術の位置づけ

図５　バリアフィルム燃料



加を初めて示したことで知られる。1958年の観測開始

時は約315ppmであったことから地球温暖化は確実に

進行していることを物語っており、多くの地球環境学

者等から全世界的な早急な対応策の実施が求められて

いる。

わが国では東日本大震災に起因する原子力発電事故

に絡み、将来のエネルギー問題と温暖化対策の根本的

な見直しが必要になっている。他の環境先進国では、

下水汚泥や生ごみなどの廃棄物系バイオマスは貴重な

バイオマス資源としてみなし、メタン発酵によるバイ

オガス化や有機肥料原料として積極的な有効利用が行
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われている。残念ながら日本ではこれらバイオマスを

廃棄物として位置付け、目先の経済性のみで判断し安

価に減量化・処分することのみ考えられてきた。地球

環境問題を念頭に、これら廃棄物系バイオマス資源の

より積極的な有効利用への意識改革や制度改革が望ま

れる。

JSでは、これら省エネ・創エネを中心とする温暖化

対策や循環型社会を念頭においた汚泥の有効利用法に

関する研究課題に、今後も積極的に取り組んで行くこ

とにしている。
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１．はじめに

独立行政法人土木研究所は、国の研究機関であった

国土交通省土木研究所が、平成13年同年４月に、国

（国土技術政策総合研究所）と独立行政法人とに分割

されることにより発足した研究機関である。国土技術

政策総合研究所が政策の企画立案に関する研究等を行

うのに対し、独立行政法人土木研究所（以下、「土木研

究所」という）は、先端的・基礎的な研究開発を行う

機関として位置づけられている。

土木研究所の現在の中期計画（H23～H27年）では、

目標の一つである「グリーンイノベーションによる持続

可能な社会の実現」に対して、下水汚泥等バイオマスの

有効活用に関するプロジェクト研究を実施することと

なっている。本稿では、その概要と実施状況を紹介する。

２．下水汚泥等バイオマスの有効活用に関する
プロジェクト研究

都市や農村から発生するバイオマスを資源やエネル

ギー源として地域で有効活用するため、バイオマスの

効率的回収、生産、利用技術、および、バイオマスの

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

（独）土木研究所リサイクルチーム
における下水汚泥等に関する研究

キーワード：バイオマス、エネルギー回収、温室効果ガス、高濃度消化

解　　説

特集：平成25年度下水汚泥資源利用等に関する予算及び研究内容と今後の方針の解説
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地域循環型利用システムについて検討するプロジェク

ト研究が、「再生可能エネルギーや廃棄物系バイオマス

由来肥料の利活用技術・地域への導入技術の研究」で

ある。

このプロジェクト研究は、バイオマスとして、下水

汚泥だけではなく公共緑地から発生する刈草等も対象

とし、また、都市域だけではなく、農村域も含んだ広

域をバイオマス利活用システムの検討範囲として設定

していることが特徴である。

このプロジェクト研究において、リサイクルチーム

は以下の３課題を実施している。

①低炭素型水処理・バイオマス利用技術の開発に関

する研究

②下水道を核とした資源回収・生産・利用技術に関

する研究

③地域バイオマスの資源管理と地域モデル構築に関

する研究

３．リサイクルチームの下水汚泥等バイオマス
に関する研究概要

3.1　低炭素型水処理・バイオマス利用技術の開発に

関する研究

本研究では、下水汚泥の濃縮、消化、焼却等のプロ

独立行政法人土木研究所　　

材料資源研究グループ長　兼　リサイクルチーム上席研究員 鈴　木　　　穣



セスの効率化、省エネルギー化等をさらに促進するた

めの技術開発を行うとともに、これと一体的なバイオ

マス利用技術を開発することを目的としている。ま

た、これらの技術適用による水処理系への影響や

GHG排出抑制効果等も評価する（図−１）。

これまでに、高濃度の下水汚泥のメタン発酵技術に

ついて、実験的検討を行った。これは、小規模下水処

理場で発生する汚泥を、拠点となる下水処理場に効率

的に輸送して嫌気性消化を行い、メタンガスとしてエ

ネルギー回収することを意図している。

TS 7.5%程度の下水混合汚泥を対象とした嫌気性消

化の連続式実験を行ったところ、中温条件下では安定

した処理が可能であり、60%程度のメタン転換率が得

られた。一方、高温条件下での運転はやや不安定と

なった。この原因として、アンモニアなどの阻害物質

蓄積が可能性として考えられる。

また地域の廃棄物系バイオマスについて、下水汚泥

との混合消化を検討したところ、下水汚泥とおおむね
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同等のメタン転換率が得られた（図−２）ことから、

下水処理場で受け入れることで、メタンガス回収量増

加につながることが期待される。

3.2　下水道を核とした資源回収・生産・利用技術に

関する研究

本研究では、下水処理場の有する資源に着目し、バ

イオマスとして利用価値の高い藻類の培養などによ

り、高度な資源回収、生産を行うための技術開発を行

うことを目的としている。また、回収、生産資源の利

用可能性や安全性を検証し、最適な資源利用方法の提

案を行う（図−３）。

これまでに、消化汚泥脱水分離液からリンを電気

分解により回収することを試み、白金コーティングチ

タン電極の使用により、リン鉱石等の結晶の形でリン

図−１　低炭素型水処理・バイオマス利用技術の開発
に関する研究の概要

図−２　地域の廃棄物系バイオマスの混合消化におけ
るメタン転換率

図−３　下水道を核とした資源回収・生産・利用技術に関する研究の概要
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を析出させることが可能であることが示された。

また、秋季から冬季にかけて、流入下水および二次

処理水を用いた藻類培養を行ったところ、脂質を含有

する緑藻類が優先種となるとともに、滞留時間の増加

により藻類細胞数が増加する傾向が得られた。また、

汚泥焼却炉排ガス中のCO2を藻類増殖促進に利用する

ことを想定して、CO2添加の影響を検討したところ、

緑藻の細胞数増加が観察された（図−４）。藻類の高

位発熱量として、20000�kJ kg−1が得られたことから、

藻類培養によるバイオマスエネルギー生産の可能性が

示された。

3.3　地域バイオマスの資源管理と地域モデル構築に

関する研究

本研究では、公共緑地管理に由来するバイオマスに

ついて、各種利用技術のCO2排出量を評価する手法を

確立するとともに、バイオマスの有効な利用方法を提

案することを目的としている。また、望ましいバイオ

マス利用方策を適用するための地域モデルを構築する

（図−５）。

これまでに、堤防刈草について、ライフサイクル

CO2発生量を評価する手法の構築を目指し、原単位の

設定を行った。

また、刈草の利用方法の一つとして有望である下水

処理場での嫌気性消化について、高温混合消化の実験

を行ったところ、刈草のメタン転換率としておおむね

40%程度の結果が得られた。

４．おわりに

土木研究所リサイクルチームは、下水汚泥等バイオ

マスの処理・有効利用について、対象範囲を広げて研

究を実施しており、これにより、地域における有効な

バイオマス利用システムの構築を目指している。引き

続き、研究の進展に努めていきたいと考えている。

また、土木研究所は、これまでの経験や研究資源を

社会に還元していくことが重要と考えているので、技

術上の相談があれば、下記宛ご連絡いただければ

幸いである（リサイクルチーム　メールアドレス

recycle@pwri.go.jp）。

図−４　藻類培養条件に対する藻類種ごとの細胞数

図−５　地域バイオマスの資源管理と地域モデル構築に関する研究の概要
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１．はじめに

資源循環研究部では、下水汚泥の燃料化や消化ガス

の有効利用などの下水汚泥エネルギー化技術の普及促

進に取り組んでおり、国土交通省の受託調査で、平成

22年度には「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライ

ン」を作成した。また、平成24年度には「下水汚泥に

おける創エネ・省エネ対策の実態調査・導入促進支援

業務」を受託し、エネルギー化技術導入の実態調査を

行い、そのうちの好事例について全国６会場で説明会

を実施した。さらに、リン資源化についても取り組ん

でおり、国土交通省の受託調査で「リン資源化の手引

き」を作成したほか、農林水産省の受託研究で「下水

灰の肥料用原料化技術の開発研究」にも代表機関とし

て取り組んでいる。

昨今、各電力会社の電気料金値上げが相次いでお

り、下水道経営の健全化のためにも、省エネ、創エネ

の取り組みが求められている。今年度はこうした取り

組みに寄与する技術マニュアルを７月に３種類発刊す

るので、内容について簡単に紹介するとともに、平成

25年度の研究テーマについて紹介する。

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

資源循環研究部における
技術開発について

キーワード：鋼板製消化タンク、熱可溶化、回転ドラム型濃縮機、酸化剤、バイナリ-発電

解　　説

特集：平成25年度下水汚泥資源利用等に関する予算及び研究内容と今後の方針の解説

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

２．今年度発刊の技術マニュアル

①鋼板製消化タンク技術マニュアル

鋼板製消化タンクは、平らな底盤に工場製作の鋼板

製側板を溶接して円筒形のタンクを組み立てるため、

従来の鉄筋コンクリート製と比べて工期および初期投

資が概ね半分程度となる。また、保温材には80㎜のポ

リスチレンフォームを採用しており、鉄筋コンクリー

ト製と比較して同等以上の保温性能を確保することが

でき、実証施設の外部放熱の割合は投入熱量の平均約

11％であった（図１参照）。一方、防食性能は、鋼板

製は下地処理が容易であるため、ビニルエステル樹脂

の塗装により20年以上の耐久性があると評価された。

さらに、インペラ式撹拌機の採用によるエネルギー

使用量の削減、外部からセンサーを挿入することによ

るタンク内部の見える化など、鋼板製ならではの優れ

た維持管理性が評価された。

②エネルギー回収・汚泥減量化技術（レセルシステ

ム）の導入マニュアル

エネルギー回収率と汚泥減量化率の向上に繋がる熱

可溶化装置と、エネルギー回収施設として中温消化タ

公益財団法人日本下水道新技術機構

資源循環研究部長 石　田　　　貴
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ンクとを組み合わせた技術について、費用効果やエネ

ルギー削減効果をケーススタディ（表１参照）により

整理した。

また、汚泥焼却炉の廃熱やガス発電の廃熱などの未

利用エネルギーを、汚泥可溶化装置のエネルギー源と

して利用した場合の効果についても明らかにした。

本技術は、熱可溶化装置への投入固形物濃度を約

15％とすることで、加熱エネルギーの低減を図ると同

時に、消化タンク容量を従来の中温消化タンクの約3

分の1に低減することができる。また、固形物の分解

率の向上と脱水性の向上により、ガス発生量の約70％

をガス発電などに有効利用できるほか、汚泥処分量を

通常の嫌気性消化の約半分に低減することができる。

③回転ドラム型濃縮機技術マニュアル

回転ドラム型濃縮機は、逆三角形の断面をした

ウェッジワイヤーを円筒形に成形したドラムスクリー

ンを回転させ、スクリーン内部のスパイラルが汚泥を

搬送しながら反転させることによって、水分を効率よ

く分離する機械濃縮機である（図２参照）

余剰汚泥を対象とした濃縮機の建設費、維持管理

費、CO₂排出量は、遠心濃縮機に対して半減、ベルト

式ろ過濃縮機に対して同等もしくは低減できる。

一方、混合生汚泥を対象とした濃縮・脱水処理シス

図１　投入熱量および消費熱量割合の推移

表１　ケーススタディ設定一覧表



テムでは、スクリーン目幅と回転数を変えることで、

全体の凝集剤使用量を変えずに、同一サイズのドラム

スクリーンで余剰汚泥の最大５倍量の混合生汚泥を処

理できる。このため、処理対象となる汚泥量は増える

が、機器はコンパクトになる。

３．平成25年度の研究テーマ

①酸化剤を用いた余剰汚泥削減技術（標準活性汚泥

法）に関する共同研究

管理者参加型共同研究として、大分市、日鉄住金環

境（株）、扶桑建設工業（株）と実施している。

酸化剤を用いた汚泥減量化については、OD法や長

時間活性汚泥法の余剰汚泥を対象に、平成20年度に技

術マニュアルを作成したが、今回は標準活性汚泥法の

余剰汚泥を対象とした技術マニュアルの作成を目的と

している。本技術の処理フローを図３に示すが、可溶

化した汚泥を最初沈殿池に戻すことにより、反応タン

ク負荷の軽減を図っている。

標準活性汚泥法の余剰汚泥の場合、同じSS分解率

を得るのにOD法の約３分の２の薬剤添加量で済むこ

とが明らかとなった。また、実施設の運転結果では、

冬季において、放流水質への影響があまり出ない運転

条件で、流入SS量あたりの固形物発生量が約12％減

少し、脱水ケーキ含水率の低下と合わせると流入SS

量あたりの脱水ケーキ発生量が約14％減少した。水温

の上昇とともに、更なる固形物発生量の減少と脱水

ケーキ発生量の減少が見込まれている。

②バイナリー発電に関する共同研究

昨年度より、（株）神鋼環境ソリューションと実施し

ており、技術マニュアルの作成を目的としている。加

古川下流浄化センターの２号焼却炉の排煙処理塔循環

水を熱源として発電を行っている。
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下水汚泥焼却炉から排出されるスクラバー排水は、

熱量的に大きいが温度が低いため、従来、エネルギー

として利用されることはなかった。バイナリー発電

は、下水処理場の未利用エネルギー活用技術として有

望視されている。

図４に実験設備フローを示すが、排煙処理塔循環

水の熱エネルギーを入熱とし冷媒を蒸発させ、タービ

ンを動かして発電を行うもので、二次処理水で冷媒を

冷却して凝縮する仕組みである。下水処理場に適用し

た場合、排煙処理塔循環水や二次処理水を使用するた

め、熱交換器で腐食が発生し易いことや季節的な温度

変化による発電効率への影響が考えられる。このた

め、チタン等の耐食性材料の使用の効果や水温変動に

伴う発電性能の影響を明らかにする予定である。

③補助燃料ゼロを目指した脱水・焼却システムに関す

る共同研究

管理者参加型共同研究として、岐阜市、メタウォー

ター（株）、月島機械（株）と実施している。

本研究は、既存の脱水・焼却設備を、安定した自燃

図２　回転ドラム型濃縮機 図３　酸化剤による汚泥減量化　処理フローおよび効果

図４　バイナリー発電　実験設備フロー
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域の低含水率が得られる脱水設備と、安定した自燃域

での燃焼が可能な焼却設備までを一体のシステムとし

て再構築し、維持管理費の低減と温室効果ガスの削減

に加え、有効な廃熱利用を図るものである。このた

め、既存設備を使用した基礎実験として、二重円筒加

圧脱水機による脱水ケーキの低含水率化と低含水率脱

水ケーキの搬送実験、既存焼却炉による自燃焼却実験

を行った。既存焼却炉の更新工事で、炉内温度制御用

の冷却装置を設置する等の自燃焼却対応の仕様とし、

実設備での運転を通して技術検証を行っている。

計画、設計、維持管理にかかわる留意事項を整理

し、技術資料にまとめることを目標としている。

④下水灰の肥料用原料化技術の開発研究

平成23年度より３ヵ年にわたり、農林水産省の「農

林水産業・食品産業科学技術研究推進事業」として実

施している。当機構は代表機関として全体統括と肥料

原料化システムの検討を担当しており、元素制御研究

を名古屋大学及び岩手大学、プロセス研究を土木研究

所、月島機械（株）、（株）神鋼環境ソリューション、

影響・評価研究を東京農業大学及び農業環境技術研究

所、普及支援組織として日本肥料アンモニア協会の研

究体制で開発研究を進めている。

今までの研究成果の一部を紹介すると、次のとおり

である。下水灰のリンと重金属類の分離システムの開

発において、イオン交換膜法における溶液中のアルミ

ニウムとリンとの分離機構を解明し、実用化可能であ

ることを確認した。また、全国の下水灰の調査を行っ

て「土木技術資料」として公表し、全国的な下水灰の

リン資源としてのポテンシャルを明らかにした。さら

に、有害元素を除去して試作した加工下水灰による作

物生育（イネ、チンゲンサイ）への効果を評価し、植

害がなく肥効性があることを確認した。開発により製

造された肥料の流通に必要な手続きについて関係機関

と協議を行い、肥料取締法の規格改正等についても検

討を行った。

⑤活性汚泥法等の省エネルギー化技術に関する共同研究

今年度新規テーマとして、民間９社（（株）石垣、

川崎重工業（株）、クボタ環境サービス（株）、三機工

業（株）、（株）東京設計事務所、日本上下水道設計

（株）、前澤工業（株）、メタウォーター（株）、（株）安

川電機）との共同研究として実施しており、水処理の

省エネに関する技術資料の作成を目的としている。

検討内容は大きく３つに分かれる。一つは省エネ処

理法によるエネルギー削減を目指すもので、既存の標

準活性汚泥法に代わる新たな処理方法について検討を

行うものである。二つ目は省エネ機器によるエネル

ギー削減であり、省エネ機器（撹拌機、散気装置、ブ

ロワー）単独および組み合わせによる省エネ効果を明

らかにするものである。三つ目は運転管理手法による

エネルギー削減であり、測定水質項目と制御による省

エネ効果や同時硝化・脱窒による省エネ効果等につい

て明らかにするものである。

下水処理場の特徴を踏まえた標準的なエネルギー消

費量については把握できており、上記の新たな取り組

みによる効果について、より具体的に明らかにするこ

とができる。

４．おわりに

昨年度、下水汚泥エネルギー化技術を導入した事例

を調査したところ、省エネルギー機器を導入したとこ

ろではエネルギー自立率が大きく改善されていた。ガ

ス発電などによる創エネの取り組みも重要であるが、

その効果をより高めるためにも、省エネ機器の導入に

よる下水処理場のエネルギー消費量自体を削減する取

り組みが重要と改めて認識したところである。

今年度新たに取り組む水処理の省エネルギー化技術

に関する共同研究は、下水処理場のエネルギーの約半

分を消費する水処理施設の省エネルギーの手法とその

効果について明らかにしようとするもので、下水処理

場のエネルギー自立に向けた大きな一歩になるものと

考えている。
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１．はじめに

廃棄物処理プロセスは、生産・消費・廃棄の一連の

社会プロセスの中で、廃棄物を再生資源へと変換し、

再度社会へ循環させる要のプロセスであり、新たな再

資源化技術の開発ならびに既存技術の効率化は、循環

型社会を構築する上で、必要不可欠な課題となってい

る。特に、廃棄プロセスの中で、有機性廃棄物は一般

廃棄物の約40％、産業廃棄物の約60％を超える主要な

廃棄物であることから、これらの再資源化技術の高度

化は重要である（Takata et al., 2013）。

政府の取組みとして、環境基本法（平成５年改正）、

循環型社会形成推進基本法（平成12年）などが策定さ

れ、平成19年には、食品リサイクル法の見直しが行わ

れた。図１は、食品リサイクル法によって推進されて

いる堆肥化、飼料化等の再資源化処理が、各業種別に

どの程度、実施されているかを示したものである。廃

棄物の排出の川上にあたる食品製造業では、排出ごみ

に夾雑物の混入が少なく、一度にまとまった量が排出

されることから、既に90％以上の割合で再資源化が行

われている。一方、排出ごみの質が悪い外食産業から

の生ごみにおいては、平成15年の取組み当初から再資

源化率が改善されていないのがわかる（図１）。メタ

ン発酵プロセスは、質の悪い生ごみでも処理が可能で、

特にヨーロッパを中心に近年普及が著しい（Baere &

Mattheeuws, 2011）。我が国では排水基準やFIT制度

等の政策面の違いから、ヨーロッパ社会と比べて遅れ

を取っているものの、その重要性から大学、企業等で

図１　食品リサイクル法による食品廃棄物の再資源化率
（農林水産省ホームページ：
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/zyunkan
_sigen/「食品循環資源の再生利用等実態調査」

（2012年11月22日確定）による
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様々な技術革新が行われている（Harada et al., 2004;

Kanai et al., 2010; 戸田 2011）。

創価大学工学部では、文部科学省私立大学学術高度

化推進事業「嫌気および好気分解プロセスを併用した

持続可能な有機物の高分解処理による効率的エネル

ギー回収システムの開発」において、生ごみのメタン

発酵処理の高効率化について研究を実施してきた（戸

田 2009）。本稿では、その中の成果の一つである「メ

タン発酵消化液に含まれる微生物の集積技術とそれを

用いた高負荷連続処理技術」について紹介する。尚、

実験方法やデータの詳細については、発表済みの論文

誌を参考にされたい（Nagao et al., 2012）。

２．生ごみの単槽メタン発酵の課題

生ごみは最も身近で大量に排出される有機性廃棄物

であることから、世界各国で生ごみのメタン発酵に関

する研究が実施されている。その中でも単槽湿式メタ

ン発酵は、シンプルで、複雑な液輸送等の機械的構造

をもたないことから、初期コストや故障などのトラブ

ルが少なく、コストパフォーマンスが高い。このよう

な実用性の高さから、現状ヨーロッパで普及している

メタン発酵槽の90％以上が単槽式で、新規に納入され

る多段式の発酵槽は１割以下とされている。今後、メ

タン発酵の普及が望まれる我が国においても、処理の

低コスト化は重要な課題となり、単槽湿式メタン発酵

の高度化・効率化は、普及の鍵になると考えられる

（戸田・長尾 2008）。

単槽メタン発酵プロセスでは、可溶化、酸生成、メ

タン生成プロセスといった、様々な微生物群による連

続代謝が単一槽内で同時に起こっている（Speece,

1996; Izumi et al., 2010）。特に、生ごみ基質は、最も

一般的な基質である家畜糞尿や余剰汚泥と比較して、

易分解性基質として知られ、素早く可溶化し、メタン

生成で直接利用される酢酸やプロピオン酸などの揮発

性脂肪酸（Volatile fatty acids: VFA）へと変換され

る（Komemoto et al., 2009; Xu et al., 2011a）。このよ

うな特性から生ごみ基質は、（1）生ごみに含まれる炭

素源の大部分をバイオガスに変換できる、（2）素早く

VFAへと変換されるため高負荷運転を実現できる、

というメタン発酵処理には適した可能性をもっている

（戸田ら2010）。しかしながら、スタートアップ時や、

高負荷運転時には、しばしば酢酸やプロピオン酸など

のVFAが蓄積し、pHが低下する「酸敗」とよばれる

メタン発酵阻害を引き起こすことが多数報告されてい

る（Ahring et al., 1995; Cho et al., 1995; Hai-Lou et

al., 2002; Climenhaga & Banks, 2008; Banks et al.,

2011）。これは、本来メタン発酵にとって有利に働く

はずの、素早いVFAへの変換速度や易分解性といっ

た性質が、逆にリアクター内において、有機物の過負

荷状態を引き起こすことによると考えられている。こ

のため、排水処理に用いられるUASB槽などでは少な

くとも10 kg-COD/m3/day 以上の高負荷運転が行わ

れているのに対し、単槽による生ごみのメタン発酵処

理では、低い2〜5 kg-COD/m3/day（1〜6 kg-VS/m3/

day）程度で運転されている（Verrier et al., 1987;

Mata-Alvarez et al., 1992）。このように、本来、高負

荷処理が可能なはずの生ごみのメタン発酵処理は、低

負荷運転あるいは、可溶化槽を別途設けることによっ

てメタン発酵槽への有機物負荷をコントロールする２

段あるいは３段発酵といった複雑でコストがかかる多

段発酵を選択しなければならないという矛盾が生じて

いる（Wang et al., 2005）。

一般に、単槽での生ごみのメタン発酵処理には、完

全混合型リアクター（CSTR）が用いられている。

CSTRでは、生ごみ投入時に、投入基質と同量の消化

液を引き抜くことになる。一般に嫌気性微生物は、菌

体転換率が低いため、その増殖は極めて遅いことが知

られている。このため、持ち込まれた有機物から転換

された微生物量が、引き抜かれる消化液に含まれる微

生物量を上回り、発酵槽内の微生物濃度の低下が引き

起こされる。このような微生物濃度の低下を回避する

ために、古くはコンタクトリアクターや、近年では、

膜分離装置を用いた微生物濃縮型リアクターによる処

理が研究されている（Lo & Liao, 1986; Kanai et al.,

2010; Xu et al., 2011b）。消化汚泥内の固形物分には、

微生物や未分解の有機物が残されているため、これら

の固分滞留時間（Solid retention time: SRT）は長け

れば長いほど、高い分解率を得るには有利に働く。し

かし、長すぎるSRTは難分解固形物を槽内に蓄積させ

ることになる。単槽メタン発酵プロセスの高負荷運転

時のパフォーマンスを最適化するには、固形物濃度の

上昇、特に汚泥に含まれる微生物濃度の上昇が、プロ

セスに与える影響を評価する必要がある。

そこで本研究では、単槽湿式メタン発酵槽において、

基質投入時に排出される消化汚泥を遠心分離し、固形

図２　本研究におけるメタン発酵プロセスの処理フロー



物を反応槽へ返送することによって、消化汚泥内の固

形物濃度の上昇と微生物の集積を図った（図２）。

３．バイオガスの生成速度と有機物の分解率

図３は、実験期間中のメタン生成速度（L/L/day）

と有機物除去率を示している。一般に、単槽湿式メタ

ン発酵では、過負荷による酸敗を防ぐため、有機物負

荷速度は2〜5 kg-COD/m3/day程度の低めの負荷速度

で運転が行われる。本研究では、生ごみの高負荷連続

処理を目的としたことから、実験当初から6 kg-COD/

m3/dayという高い有機物速度で実験をスタートさせ、

その後、単槽湿式メタン発酵では異例の高負荷となる

21 kg-COD/m3/dayまで上昇させた。メタン生成速度

は、有機物負荷の上昇に伴って増加し、有機物負荷15

kg-COD/m3/dayまで、負荷速度に比例したメタン生

成速度の増加が見られた。また有機物除去率は、最大

有機物負荷21 kg-COD/m3/dayにおいて低下したもの

の、15 kg-COD/m3/dayまでは、90％以上の高い値を

維持した。以上の結果から、本研究では通常の3〜7倍

の高い有機物負荷速度での安定的な処理が達成できた

ことになる。

４．消化汚泥内の微生物の集積

実験期間中のリアクター内の微生物濃度と固形物濃

度の変化を図４に示した。実験に利用した種汚泥は、

汚泥処理施設から提供されたものに遠心分離を行い、

2倍に濃縮して利用した。実験に用いた種汚泥の元々

の微生物濃度は、0.75×1010 cells/mLであったが、有

機物負荷15 kg-COD/m3/dayで安定的な運転を維持し

た期間の最終日には、1.09×1011 cells/mLまで増加し

ているのが確認された。この高い微生物濃度は、汚泥
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処理プラントで利用されていた種汚泥と比較して約15

倍の濃度に相当し、効果的な微生物集積が行われたこ

とを示唆している。本研究では、有機物負荷を6〜21

kg-COD/m3/dayまで段階的に上昇させ、負荷量を変

化させる期間には休息期間を設けた。興味深いことに、

微生物は有機物負荷をかけている期間にはそれほど増

加せず、休息期間において段階的に増加し、密度を上

昇させていることが明らかとなった。本研究おいて、

効果的な微生物集積が達成されたことによって、15

kg-COD/m3/dayという極めて高い有機物負荷におい

ても、有機酸の蓄積を伴わない安定的なバイオガス回

収が可能になったと考えられた。

段階的な有機物負荷速度の増加に伴い、微生物濃度

の上昇が確認された一方で、固形物濃度も負荷量の上

昇に伴って増加した。固形物濃度は、各有機物負荷を

与えた期間の終盤で、定常状態に達しながら上昇し、

15 kg-COD/m3/dayの期間では80 g-ds/Lまで上昇した。

湿式メタン発酵における消化液内の固形物は、UASB

リアクター内でのそれとは異なり、その多くが微生物

バイオマスではない。これは湿式メタン発酵に投入さ

れる基質が、生ごみや汚泥といった固形物基質であり、

可溶化からメタン生成までの一連のプロセスが同時に

進行していることによる。複雑な反応が同時におこっ

ている消化液内の固形物濃度は、撹拌エネルギー、メ

タン回収効率等の重要な運転条件やパフォーマンスに

影響を与える。このような重要性から、固形物基質を

利用するタイプのメタン発酵プロセスにおける固形物

濃度について次項に詳しく述べたい。

５．消化汚泥内の固形物濃度とメタン回収効率

UASBリアクターなどの汚水処理を目的としたメタ

ン発酵プロセスでは、処理基質中に固形物が含まれな

図３　各有機物負荷におけるメタン生成速度と有機物
除去率の変化（Nagao�et�al.�2012）

図４　各有機物負荷における微生物濃度と固形物濃度
の変化（Nagao�et�al.�2012）
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いため、リアクター内に形成されるグラニュール汚泥

に含まれる有機物量は微生物バイオマスと考えること

ができる。しかしながら、汚泥処理や生ごみ処理のよ

うな固形有機物処理に利用されるメタン発酵におい

て、リアクター内汚泥には、①微生物バイオマス、②

分解残渣となる難分解性の固形物、③エネルギー回収

が可能な未分解有機固形物が混合した状態で存在して

いる。

メタン発酵は、その消化液の固形物濃度によって、

湿式（5％程度）、半乾式（10〜20％）、乾式（20％以

上）などのように分類されている（Cecchi et al. ,

1991; Mata-Alvarez et al., 1992; Dong et al., 2010）。

固形物濃度の高い半乾式や乾式メタン発酵では、汚水

の排出量が少なく、高い有機物負荷での運転が可能な

ことから、ヨーロッパを中心に、近年、急激に普及し

ている（Baere & Mattheeuws, 2011）。しかしながら、

これらのメタン発酵処理法は、高負荷処理が可能であ

るという高い実用性の一方で、メタン生成量が極端に

低いことはあまり知られていない。表１には、過去の

研究において報告された生ごみ基質を用いた各種のメ

タン発酵処理の結果がまとめられている。生ごみ基質

は分解性が高く、化学式から計算される理論メタンガ

ス回収量の90％近くのメタン回収が可能である。単槽

湿式メタン発酵（Single wet）では、本研究を含め、

400 mL-CH4/g-VS以上の高いメタン生成量（CH4

yield）が達成されている（Cho et al., 1995; Heo et al.,

2004; Zhang et al., 2007）。一方、単槽半乾式メタン発

酵（Single semi-dry）では、高い有機物負荷（OLR）

で運転されているものの、メタン生成量は、最大でも

300 mL-CH4/g-VSで、高負荷運転時には、200 mL-

CH4/g-VSを下回る場合が多い（Cecchi et al., 1991;

Vallini et al., 1993; Scherer et al., 2000; Bolzonella et

al., 2003; Forster-Carneiro et al., 2008; Dong et al.,

2010）。この値は本研究で達成されたメタン生成量の

半分以下である。

乾式あるいは半乾式メタン発酵では、固形物濃度が

高いために、リアクター内で十分な物質移動速度が確

保されず、可溶化・酸生成過程そのものが制限される。

これが乾式メタン発酵において、高負荷運転でも有機

酸が蓄積せず、安定処理が可能な理由である。固形物

濃度の高いメタン発酵法では、可溶化・酸生成過程が

制限されることによって、有機物の十分な分解が行わ

れず、メタン生成効率は低下すると考えられる。

６．生ごみ基質を用いた単槽メタン発酵の有機
物負荷の理論最大値

単槽湿式メタン発酵での高負荷運転では、しばしば

有機酸の蓄積による酸敗現象が報告されてきた。そも

そも汚水処理で用いられているUASBリアクターで

表１　生ごみを対象とした各種メタン発酵法による過去の研究と微生物集積を試みた本研究（Nagao�et
al.�2012）のよる処理パフォーマンスの比較



は、通常10 kg-COD/m3/dayを超えるような高負荷で

運転を行っている。もし十分な嫌気性微生物を消化汚

泥内に集積することが出来れば、湿式メタン発酵槽で

も生ごみの高負荷運転ができるはずである。本研究で

は、十分量の微生物集積が行われたことによって、単

槽湿式メタン発酵でありながら、15 kg-COD/m3/day

という、UASBリアクターなどの汚水処理に用いられ

るような高負荷領域での生ごみ連続メタン発酵処理を

可能にした。次に、単槽湿式メタン発酵で、安定的に

生ごみ処理が可能な最大有機物負荷速度について考察

したい。

連続的な有機物負荷を与える完全混合型のリアク

ターでは、消化液の固形物濃度は定常状態に達し、有

機物負荷の上昇に伴い、その定常状態での固形物濃度

は増加する。図５は、各有機物負荷速度と、その負荷

期間で到達した定常状態での消化液の固形物濃度の関

係を示している。有機物負荷とその有機物負荷で定常

状態に達する固形物濃度との間には、高い相関関係が

見られた（Y = 17.344 e 0.1029x, R2 = 0.9947）。この関係

式から、もし消化汚泥内で十分な物質移動速度を確保

できる固形物濃度を100 g/Lと仮定すると、17 kg-

COD/m3/day程度が、十分なメタン回収効率を確保で

きる理論的な最大有機物負荷であると推定される。こ

の最大負荷速度は、発酵温度の増加などによって速い

可溶化速度が得られる場合には、さらに増加するだろ

う。また加水量を増やすことによって、HRTを減少

させれば、可溶化速度が増加し、最大負荷速度は増加

すると考えられる。しかしながら、HRTを低下させ

た場合、メタン発酵槽内で、十分な反応時間を確保す

ることが困難で、メタン回収効率は、低下すると考え

られる。過去の研究での多段式のメタン発酵において、

メタン回収効率が400 mL-CH4/g-VSを超えていないの

は、不十分な反応時間によるものと考えられる（Cho
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et al., 1995; Wang et al., 2005; Kim et al., 2006）。さら

にHRTの低下に伴って、基質希釈率が高くなった場

合は、プロセスからの汚水の排出量が増加することも

問題になるだろう。

７．まとめと今後の研究について

本研究では、固形物返送と負荷休息時間を設けるこ

とによって、単槽湿式メタン発酵の消化液内に、一般

的な汚泥処理に用いられている消化汚泥の約15倍の濃

度の微生物が集積された。この微生物集積技術によっ

て、有機物負荷15 kg-COD/m3/dayの高負荷において

も、メタン回収効率455 mL-CH4/g-VS、有機物除去率

92.2％を維持する高効率メタン発酵処理が達成され

た。本稿では、適切な微生物集積を行うことによって、

湿式メタン発酵と半乾式メタン発酵の固形物濃度の中

間（50〜100 g/L）に高負荷処理と高いメタン回収効

率を同時に達成できる運転領域があることを示した。

また、消化液の固形物濃度がメタン回収効率に与える

影響について考察し、効果的なメタン回収が可能な単

槽メタン発酵の最大理論有機物負荷速度を推定した。

メタン発酵プロセスは、単なる有機性廃棄物の処理

プロセスではなく、有機物を無機物へと変換し、藻類

に代表される生物バイオマスへ窒素やリンなどの栄養

塩を供給するキープロセスとなる。このような重要性

から、近年では、エネルギー藻類バイオマスへの窒素

源のリサイクルプロセスとしての重要性がクローズ

アップされている（Sialve et al., 2009; Heaven et al.,

2011）。今後は生ごみの分解・エネルギー回収という

炭素源リサイクルの観点からだけでなく、窒素やリン

といった他元素の無機化・リサイクル技術として着目

し、生物生産プロセスでの効果的な利用法を検討して

いく予定である。
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横浜市では、各水再生センターで発生した汚泥を南北

２か所の汚泥資源化センターで集約処理しています。

汚泥処理から発生する分離液を処理するため、各々

の汚泥資源化センター内に修正バーデンフォ法を用い

た処理施設を建設しました。

分離液は、どこから発生するのですか。

本市の汚泥処理工程は、図１のとおり、機械

濃縮−嫌気性消化−脱水−焼却です。

機械濃縮設備に遠心濃縮機を、嫌気性消化した汚泥

の脱水設備に遠心脱水機やスクリュープレス脱水機を

採用しています。分離液は、機械濃縮設備と脱水設備

で発生します。

分離液の性状を教えてください。

分離液の性状は、表１のとおりです。高濃度

の窒素・りんが含まれています。特に、濃縮

設備分離液はBODが高く、脱水設備分離液では、嫌

気性消化の過程で生成される、アンモニア性窒素

（NH４-N）が多く含まれています。

施設建設の経緯を教えてください。

汚泥処理の過程で発生する分離液は、各々の

汚泥資源化センターに隣接する水再生セン

ターに専用の水処理施設を設け、循環式硝化脱窒法や

嫌気−無酸素−好気（A2O）法で処理してから、セン

ターの水処理系に送っていましたが、窒素・りんがセ

ンター処理水の窒素・りん濃度を引き上げる要因と

なっていました。そのため、窒素・りんの更なる除去

向上を目的として、各々の汚泥資源化センター内に修

正バーデンフォ法の分離液処理施設を建設しました。

横浜市の汚泥資源化センター分離液処理について
キーワード：汚泥集約処理、分離液処理
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図１　汚泥処理フロー

表１　分離液の性状
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修正バーデンフォ法とは、どんな処理です

か。

分離液処理フローは、図２のとおりです。

構成は、最初沈殿池−反応タンク−最終沈

殿池です。修正バーデンフォ法の反応タンクは、従来

の嫌気−無酸素−好気 （A2O） 法の後段に、無酸素

槽と好気槽を付加した構造になっており、より窒素処

理の促進を図った処理方式です。反応タンクの各槽で

の滞留時間は、表２のとおりで、50時間以上かけて生

物処理を行います。

処理水質はどれくらいですか。

分離液処理施設の流入水・流出水の水質は、

表３のとおりです。BOD、全窒素（T-N）、

全りん（T-P）のそれぞれの除去率は、北部汚泥資源

化センターで98％、77％、52％程度、南部汚泥資源化

センターで、99％、94％、85％程度です。

分離液から発生する余剰汚泥はどうするの

ですか。

余剰汚泥は、図２のとおり、分離液汚泥専

用の脱水設備に送り、脱水後焼却します。

（横浜市環境創造局

下水道施設部南部下水道センター　　岸　正弥）
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図２　分離液処理フロー

表２　計画分離液量・反応タンク計画滞留時間

表３　最初沈殿池流入水・最終沈殿池流出水の水質
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１．はじめに

札幌市における農地への下水汚泥の施用について

は、北海道農務部長通達「下水汚でいの農地施用に係

る当面する留意事項について」（昭和54年６月４日農

政第510号、最終改正　平成12年10月５日流通第382号）

及び北海道住宅都市部長通達「下水汚泥施用土壌のモ

ニタリングについて」（昭和61年４月17日付、下水第

80号）に基づいている。昭和59年度から「札幌コンポ

スト」の販売を開始した当公社は、販売当初から札幌

コンポスト施用地における土壌モニタリング調査を行

うとともに、その分析結果等をもとに札幌コンポスト

の施用量や施用方法を含めた土壌診断票を、調査に協

力をしていただいた生産者に情報提供してきた。

ここでは、これまで行ってきた札幌コンポスト施用

地における土壌モニタリング調査結果について、現場

からの声として紹介する。

２．札幌コンポストについて

札幌市においては、汚泥処理が始まった昭和40年代

から50年代当初にかけては、脱水汚泥の緑農地利用が

行われていたが、処分先確保の困難性や下水汚泥利用

に対する北海道農務部（現在は農政部）の指導などを

背景にコンポスト化に踏み切ることとした。

厚別コンポスト工場で生産する札幌コンポストは、

厚別水再生プラザで発生する汚泥に、凝集剤として消

石灰・塩化第二鉄を加え、加圧ろ過機で脱水した汚泥

を好気性発酵処理した「汚泥発酵肥料」である。有機

物と石灰を多く含んでいるのが特長であり、札幌近郊

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

札幌コンポスト施用地における
土壌モニタリング調査結果について

一般財団法人　札幌市下水道資源公社

下水道事業課長 澤田　稔

キーワード：コンポスト、土壌診断

現場からの

声

は泥炭地が多く札幌コンポストは酸性土壌の矯正に効

果があることからも、農業利用者には土壌改良資材と

して大変好評であった。

３．土壌モニタリング調査

（1）対象項目

前述の北海道農務部長通達により、下水汚泥施用後

における表層土壌のpHが6.5以下であること、塩基飽

和度が80%以下であること、土壌（乾土）１kgにつき

亜鉛120mgを超えないことが要件として定められてい

る。また、北海道住宅都市部長通達では、汚泥を施用

写真－１　土壌モニタリング調査の様子
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した土壌の亜鉛、銅、pHについて、実施要領に基づ

きモニタリングを行うことが定められている。

（2）モニタリング調査の体制

土壌肥料の専門家１名を担当職員として配置し、圃

場の選定、採土、土壌診断を行った。なお、分析は外

部の分析機関に依頼した。

（3）土壌採取（採土）

土壌の採取は対象圃場の地形や広さ等を勘案し、対

角線上の作土層から等間隔で数点採取し、混合して１

点とした。採取は、同一圃場におけるコンポスト施用

前（原土）と施用後（跡地）の計２回実施した。

（4）モニタリング調査の結果

モニタリング調査は、次の考え方を基本として実施

した。

①施用方法、施用量についての情報をコンポスト利用

者に適切に提供する。

②コンポストの施用地の土壌診断を実施し、土壌化学

性の変化、重金属の推移を継続して監視する。

この考え方に基づき、昭和59年度から５年間にわた

り、毎年10ヵ所以上のコンポスト施用する圃場を選定

し、未施用地とコンポスト施用後に１作を収穫した跡

地から採土することとした。５年間の合計点数は、

10ヶ所×２点（施用前、施用後）×５年=100点とし、

５年後に再び当初の圃場に戻り、この間のコンポスト

施用の有無を確認し、必要に応じて調査することした。

対象地域は農業利用の販売エリアである札幌近郊で、

畑作、園芸、草地を対象作物とした。

土壌モニタリング調査を開始してから10年間の結果

を要約すると次のとおりである。

①コンポストの施用で土壌pHは僅かに上昇するもの

の、ほとんど急激な変化は認められなかった。

②土壌の塩基飽和度が上昇し、土壌の肥沃度の向上が

認められた。

③土壌中の重金属の変動でみると、全亜鉛と全銅では

変化が認められず、溶解性の亜鉛のみが上昇した。

以上から、札幌コンポストの適正な施用は、北海道

の畑作地帯で土壌pHを急激に上昇させることなく、

塩基の供給に役立ち、かつ有機物とりん酸供給にも役

立つと考えられる結果となった。

図－１に札幌コンポストの農業利用向け出荷量の推

移を示す。平成３年のバブル崩壊や平成５年の冷害の

影響等で札幌コンポストの出荷量は減少したが、平成

３年から粒状コンポストを販売開始したことや、地道

に土壌診断結果を基に施肥設計や土壌改良のアドバイ

スを行い、生産者との信頼関係を築いていくことに

よって、徐々に農業利用の販売量が増加していくとと

もに安定した販売を継続することが出来た。また、同

時に土壌モニタリング調査の地域や圃場数も増えてい

くこととなった。

図−２、３に最近10年間の土壌モニタリング調査時

に聞き取った札幌コンポストの作物別筆数割合と作物

別施用量（例）を示す。札幌コンポストは、小麦が半

分近くを占めていることやそば、豆類、てん菜をはじ

め北海道の多くの農作物に利用されていることがわか

る。

作物別札幌コンポスト施用量は水稲、大根の

100kg/10aから、アスパラガスの480kg/10aまで分布

しているが、300kg/10a前後の施用量の作物が多かっ

た。

コンポストを施用する目的は、有機物の投入による

土づくりで高品質の作物を育てること、減肥効果を期

待したもの、増収を期待したものなどが多い。

モニタリング開始後10年以降は、長年に亘ってコン

ポストを利用していただいた生産者の圃場もあるが、

札幌コンポスト以外の肥料や堆肥等の施用については

把握しきれないこともあり、単年度ごとに札幌コンポ

ストを購入した利用者の圃場について、施用前（原土）

と施用後（跡地）でどれだけ分析値が変動したのかを

確認していくこととした。分析結果は、ほとんどの土

図－１　札幌コンポストの農業利用向け出荷量の推移

図－２　札幌コンポストの作物別筆数割合



Vol. 37　No. 140　2013/7 札幌コンポスト施用地における土壌モニタリング調査結果について

（ 47 ）

壌が基準の範囲内にあり、また変動もわずかであった。

単年度の変動は、土壌モニタリング開始後の10年間分

を取りまとめているが、これを継続して取りまとめて

もほぼ同様の結果になるであろうと考えられる。

札幌コンポストの連用の影響については、平成15年

度から平成20年度の６年間で、畑作物の輪作体系での

調査を行った。その調査では、土壌pHは150kg/10aの

連用ではほとんど高まらず、500kg/10aの連用でよう

やく土壌診断基準値の上限程度まで高まる結果であっ

た。石灰含量もほぼ同様の推移を示したが、有効態燐

酸含量は500kg/10a連用でも明らかな高まりは認めら

れなかった。一方、土壌の重金属含量はコンポストの

負荷量を反映し、500kg/10a連用では上昇する傾向に

はあったが、作物可食部の重金属濃度の高まりは認め

られなかった。これら調査の結論では、長期連用では

モニタリングが必要であるとした。

４．おわりに

札幌コンポスト施用地における土壌モニタリング調

査結果から、「札幌コンポスト」は、適正に施用する

とともに土壌モニタリングを行うことによって、土壌

環境を適正に保ち安全・高品質な農産物を安定的に栽

培するための貴重な資源として利用することが出来た

と考えられる。

なお、厚別コンポスト工場は運転を開始以来30年近

くが経過し、施設の老朽化や維持管理費、周辺臭気対

策等の経費の増から平成25年３月末をもって運転を停

止し、札幌コンポストについては平成25年５月末を

もって販売を終了することとした。

これまで「札幌コンポスト」を利用していただいた

方をはじめ、下水汚泥資源としてコンポスト製品の普

及・啓発にご協力していただいた多くの皆様に、この

場をお借りして厚く御礼申し上げる次第である。

写真－２　札幌コンポストの散布風景

図－３　作物別札幌コンポストの施用量（例）
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下水汚泥の農地施用は、作物の栄養としての効果が

期待できるなどの利点がある。汚泥を肥料として利用

する場合、その肥料成分をあらかじめ把握し、作物の

養分要求量に相当する量の施用が望まれる。一方、下

水汚泥施用のデメリットとして、有害な有機化合物や

重金属、あるいは病原性微生物による動物や人へのリ

スクが考えられる。病原性微生物に関しては、嫌気性

消化や堆肥化などの汚泥処理の過程で減少することが

期待できるが、重金属はそのまま残留する。汚泥中の

肥料成分や重金属量を把握した上で施用量を決めるの

が最も適切な使用法であるが、時間とコストの関係か

ら現状では難しい。そこで本論文の著者らは、近赤外

分光法を利用して簡易に汚泥中の肥料成分や重金属量

を求める手法を検討した。

近赤外分光分析には380点の下水汚泥を供試した。

これらの試料は、2001年から2008年にかけてスペイン

国内の82の下水処理場から集められた。分析にはフー

リエ変換赤外分光光度計（MPA、Bruker Optics社

製）を使用し、12000～3800 cm−1（830～2600 nm）

の 範 囲 を 測 定 し た 。各 成 分 の 濃 度 推 定 は 、PLS

（Partial least square）回帰で行い、交差検証（cross

validation）はleave-one-out（n点の事例から1点を抜

き出してテストするという作業をn回繰り返す方法）

で行った。近赤外分光法で推定した値を評価するた

め、R2（検量線の決定係数）、RMSEE（推定値の平均

二乗誤差）、F（因子の数）、r2（検証の決定係数）、

RMSACV（交差検証の平均二乗誤差）、RPD（参照

値の標準偏差と推定値の標準誤差の比）を用いた。

R2＞0.95、RPD＞4は非常に良好、R2＝0.9～0.95、

RPD＝3～4は良好、R2＝0.8～0.9、RPD＝2.25～3は概

ね良好、R2＝0.7～0.8、RPD＝1.75～2.25は利用可能、

R2＜0.7はスクリーニングに利用可能と判断した。ま

た、ペナルティシグナル回帰（PSR）モデルを利用し

た推定も試みた。

PLS回帰で求めた全有機物（TOM）は、R2が0.84、

RPDが2.46であり、概ね良好な予測値が得られた。全

有機炭素（TOC）と全窒素（TN）はR2が0.88、RPD

が2.9程度であり、概ね良好な予測値が得られた。

C/NはR2が0.68、RPDが1.73であり、良好な結果が得

られなかったが、PSRモデルを適用したときのr2は

0.98であり、PLS回帰のr2（0.58）より向上した。

PLS回帰で求めたpHはR2が0.79、RPDが2.18であ

り、利用可能レベルであった。電気伝導度（EC）は

R2が0.85、RPDが2.55であり、概ね良好な予測値が得

られた。リン（P）とカリウム（K）はR2が0.7未満、

RPDが1.7未満であり、うまく予測できなかったが、

カルシウム（Ca）、マグネシウム（Mg）、ナトリウム

（Na）、鉄（Fe）、マンガン（Mn）は概ね良好、もし

くは利用可能なレベルの推定値が得られた。PLS回帰

で満足のいく結果が得られなかったpH、P、Kについ

てもPSRモデルを適用したときのr2はPLS回帰のr2よ

り向上し、誤差の少ない予測値を得られることが示さ

れた。

PLS回帰で求めたカドミウム（Cd）は、R2が0.73、

RPDが1.91、交差検証のr2は0.62であり、利用可能な

レベルにすぎなかったが、PSRモデルを適用すると、

r2は0.83に向上した。一方、PLS回帰で求めたクロム

（Cr）は、R2が0.89、RPDが3.07、交差検証のr2は0.81

であり、概ね良好なレベルであったが、PSRモデルで

は、r2が0.73に低下した。銅（Cu）、鉛（Pb）、亜鉛

（Zn）、ニッケル（Ni）、水銀（Hg）については、PLS

回帰では有効な推定値を得ることができなかったが、

PSRモデルではr2が向上し、より適合することが示さ

れた。

以上の結果より本論文の著者らは、近赤外分光分析

とPLS回帰を組み合わせることで、TOM、TOC、

TN、Mg、Fe、Crの推定値が概ね良好なレベル、

pH、Ca、Na、Mn、Cdの推定値も利用可能なレベル

で得られ、PLS回帰で良好な結果が得られなかった

C/N、P、K、Cu、Pb、Zn、Ni、Hgについては、

PSRモデルにより推定可能であるとしている。

（農業環境技術研究所　川崎　晃）

近赤外分光法による下水汚泥の成分値の推定

Estimation of parameters in sewage sludge by
near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS)
using several regression tools

Luis Galvez-Sola, Javier Morales, Asunción M.
Mayoral, Concepción Paredes, María A.
Bustamante, Frutos C. Marhuenda-Egea, J.
Xavier Barber, Raúl Moral
Talanta, 110, 81–88 (2013)
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バイオガスの精製は、天然ガス代替として既存のガ
ス配管網を用いた高効率施設での利用や輸送手段の燃
料としての使用も可能であることから、内燃機関によ
るコージェネレーションより有利とされる。精製は主
にCO2分離によるカロリー向上と、水・H2S・アンモ
ニア・微量有機物等の悪影響物質除去の2工程からな
る。ガラス膜による精製はCH4からのCO2分離に有効
だが、ポリイミド膜等ガラス膜のH2S/CH4選択性は
CO2/CH4選択性の1/4〜1/5と低いことから、H2Sの分
離は効果的ではない。従来の膜式ガス精製プロセスは
H2S除去に補助的方法が必要であるが、空気注入法で
は天然ガス基準達成は難しい。ゴム状膜はCO2/CH4選
択性よりも高いH2S/CH4選択性を示すためバイオガス
脱硫の代替となりうる。本研究では、バイオガスの脱
硫と質向上のため、H2S選択性ゴム状膜とCO2選択性
ガラス膜の混成膜システムについて、ガス純度、CH4

回収率及び比エネルギー消費量を評価した。
ガス成分のゴム状膜の浸透は原理的に膜の重合体へ

の溶解度による。ゴム状重合体へのガス溶解度は主に
ガス濃縮性によるため、比較的高い臨界温度である
H2SはCO2より早く浸透することが期待される。

システムの構成として、高圧の供給ガスが単段膜浸
透器で高圧の残余ガスと低圧の浸透ガスに分離され
る。残余ガスは比較的遅く膜を浸透する成分が多く、
浸透ガスは早く浸透する成分が多い。ガス成分の回
収、純化やエネルギー消費を最適化するため、膜ユ
ニットは、多段圧縮機、接続やリサイクル等の様々な
構成がアレンジできるようになっている。

生ガス中のH2Sが高くCO2が低い場合は単段ゴム状
膜、CO2が多い場合は単段ガラス膜装置の選択、CO2

とH2Sが共に高濃度の場合はゴム状及びガラス膜の直
列組み合わせが良いと考えられる。CH4回収率向上の
ためのリサイクルシステムは、コンプレッサー台数も
増加し、優位性には限度がある。直列組み合わせ例と
して、圧縮された生ガスはまず第１ユニット（ゴム状
膜）でH2Sを減少し、第２ユニット（ガラス膜）に送
られCO2を分離する。第１ユニット浸透ガスはH2Sを
高濃度含むが、CH4を含む主ガスと分離されているた
め、H2S処理工程では空気使用等、様々な除去プロセ
スの適用が可能である。H2S処理ガスは、第２ユニッ
ト浸透ガス（CO2メインだがCH4も含む）と混合し、

燃焼による発電及び熱回収への活用も可能である。
混成膜システムは中空糸浸透器を１次元単純仮定し

た膜ガス浸透システムモデルによる反復数値アルゴリ
ズムにより評価した。プロセスパラメータ設定には
Levenberg-Marquardt 法とガス浸透システムモデル
数値アルゴリズムを用いた。評価の目的は、生成ガス
CH4含有量98％（v/v）、H2S濃度を減少させるプロセ
ス設計を行うことである。CH4含有量98％は、オース
トリアの天然ガス最低基準より若干高い。この基準は
天然ガス中のH2S 3.3ppmvに制限している。生ガス
は、CH4 60％、H2S 2,500ppmvと4％を用いた。残り
はCO2である。モデル検討は、ゴム状膜にはポリジメ
チルシロキサンとポリアミデ6-b-エチレンオキシドを、
ガラス状膜はポリイミドの性質を持つものを用いた。

まず単段単一のガラス性ポリイミド膜のガス透過性
として、精製ガス組成とステージカット（供給ガスに
対する浸透流の比）の変化を評価した。ステージカッ
トは供給量一定における膜面積の変化で調整された。
残余ガス中のCH4はステージカットに伴い増加し、ど
ちらのケースも0.5程度でCH4 98％が達成された。こ
れはCH4回収率約80％に相当した。しかしH2Sを基準
値3.3ppmv以下とするには膜面積を極端に増加させね
ばならず、流入ガスのH2S 2500ppmvの場合0.75付近

（CH4回収率約40％と極めて低い値に相当）となった。
H2Sが更に高い4％では30％となり、単段ガラス膜ユ
ニットは理論的にはバイオガスの脱硫と高品質化に効
果があるが、低CH4回収率と極端に高いエネルギー消
費から実利用に適さないと考えられた。

CH4回収率が高く高品質なガスの供給はH2S選択性
及びCO2選択性の膜の組み合わせで達成できる。この
研究では第１ユニットの膜面積を０から次第に増加さ
せ、同時に生成ガスのCH4が98%となるよう第２ユ
ニットの膜面積を調整した。シリコンゴムのH2Sの高
い分離性は比較的高いCH4ロスと関係しており、H2S
の分離に効率的ではなかった。H2Sをppmvレベルに
減少させる場合、CH4回収率は40％、比エネルギー消
費量は0.5kWh/m3stp迄上昇する等、ポリイミド膜単
段システムより悪かった。

H2S/CH4選択性54、CO2/CH4選択性12の膜を第１ユ
ニットに用いる場合、ほぼ完全な脱硫がCH4回収率70
〜80％で得られ、比エネルギー消費量0.3kWh/m3stp
以下の達成が現実的と考えられた。システム能力は生
ガ ス 中 のH2S濃 度 に そ れ ほ ど 影 響 さ れ ず 、4％ 、
2500ppmv共に同様の分離効率とエネルギー消費で
あった。

今後はこのシステムの長期パイロットスケールでの
主にゴム状膜の安定性及び適合性の調査が必要である。

（日本下水道事業団　三宅 十四日）

混成膜システムを用いたバイオガスの脱硫と質向上
のモデル的検証

Biogas desulfurization and biogas upgrading
using a hybrid membrane system – modeling
study
A. Makaruk, M. Miltner and M. Harasek
Water Science & Technology Vol.67 No.2  2013
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１．はじめに

リンは肥料の必須成分であり、農業生産性の向上に

多大な効果をもたらす物質であります。しかし、その

資源は有限であり、将来的なリン資源の枯渇が懸念さ

れています。

現在の技術レベルによる採掘で採算がとれるリン鉱

石の埋蔵量（経済埋蔵量と呼ぶ）は、もともと世界で

約250億ｔあったといわれています。しかし、この100

年間でその約30％に当たる70億ｔが掘り出され、残り

は約180億ｔと推定されています。（図１参照） 

経済埋蔵量の範囲内でも、採掘レベルは年々資源ピ

ラミッドの下方向に移行しています。リン鉱石の平均

リン含有率を見ると、1970年代に約15％あったものが

96年には約13％にまで低下しているとのことです。

また近年、中国やインドといった新興国の経済成長

や、バイオ燃料の需要増大による世界的な穀物増産に

伴い、肥料の市場価格が高騰しています。さらにリン

資源は、原産国が限られるうえ主産出国の輸出制限の

影響もあり、図２のとおり国際取引価格は2004年と比

較して2008〜2009年には4倍近くに上昇しています。

なお、2009年半ばにはこの高騰が収まっていますが、

このようにリンの輸入価格については乱高下が生じて

いる状況であります。

上記のような背景をふまえ資源小国である我が国に

おいては安定的なリンの供給を目途として、国内で使

用したリンを回収し再利用できる技術を開発する必要

があります。

このような中、図３より農業、食品に関わるリンの

輸入量約56万t-P/年のうち約10％（5.5万ｔ/年）が下

水道を経由していることがわかります。今後リン除去

のための高度処理の導入が進むと下水汚泥中のリン濃

度も増加していき、その資源的価値は一層高まるもの

と考えられます。

そこで、我が国での下水道をはじめとする施設から

のリンの回収利用促進のための情報発信として講座

「リンの回収利用に関する講座」を開設することとし

ました。

本講座は140号〜143号にかけて掲載し、本号は本講

「リンの回収利用に関する講座」
講座開設に当たって

キーワード：リン回収、肥料利用、焼却灰

（公社）日本下水道協会技術研究部技術指針課

（「再生と利用」編集委員会事務局）
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講　　座

図１　リン資源ピラミッド

採掘コスト
上昇

品質低下
現時点における
採掘レベル

既採掘量
70億トン

経済埋蔵量
180億トン

潜在埋蔵量
540億トン

（現時点では、採掘しても採算がとれない）

リサイクルのコストが
許容されるレベル

非資源：土壌や自然水中に分散したリン

現時点で採算の
とれる限界レベル

リン資源の消費最高品質、最低採掘コストのリン鉱石

資源となる
リン

資源とならない
リン

資源と非資源の境界レベル
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座を開設した背景について報告し、本号以降は次の内

容について掲載する予定です。

141号　講座「近年の自治体による下水道でのリン

回収利用事例、研究例」（予定）

142号　講座「リン酸系肥料化への取組み例」（予定）

143号　講座「新技術開発」（予定）

２．リン回収利用技術

限りあるリン資源を確保するために、現在リンの回

収及び再利用に関する技術開発が進められています。

下水や下水汚泥からのリン資源化技術は複数挙げら

れ、一部実用化されています。

基本的な水処理フローにおける各種技術の適用箇所

を図４に示します。

これらのうち、現段階において肥料登録の実績のあ

るHAP法、MAP法、灰アルカリ抽出法及び部分還元

溶融法についてその処理概要を表１に示します。

上記技術においてHAP法及びMAP法は比較的現実

的なコストであり導入事例もありますが、現状のリン

回収技術導入におけるハードルは経済性によるものが

大きいものと考えられます。今後はさらなる技術革新

によるコスト低減及び生産物の価格向上が喫緊の課題

といえます。

また回収されたリンは、肥料や工業用リン酸などに

利用されてはじめて価値を生み出します。このため生

産物を肥料利用する場合は、肥料取締法に基づき、公

定規格に合致していることを確認した上で肥料登録を

図２　リン鉱石輸入量及び輸入単価の経年変化　　出典：財務省貿易統計

図３  リン輸入量と排出量　　
出典：「下水道におけるリン資源化の手引き」国土交通省都市地域整備局下水道部2010年
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図４　水処理フローにおける各種技術の適用箇所

表１　各技術の処理概要

参考：「下水道におけるリン資源化の手引き」国土交通省都市地域整備局下水道部2010年に加筆
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行う必要性があります。各生産物の肥料種類分類を表

２に示します。

３．講座の開設について

今後、内湾の水質改善や処理水の再利用等の動向か

ら、水処理においてよりリンを除去する必要が生じる

可能性は高くなるものと考えられます。

水処理において凝集剤によってリン除去を行う場

合、汚泥中および焼却灰中のリン濃度が高くなり、セ

メント会社へ処分委託を行っている場合、セメント会

社に受入れ拒否をされる可能性が高くなるものとも考

えられます。セメント会社に拒否された場合、最近は

埋立処分用地の残余年数も短くなっており、焼却灰の

処分先の確保が困難となる可能性も高くなります。ま

た、水処理における凝集剤添加にかかるランニングコ

ストが非常に高くなるという課題も懸念されます。

焼却灰中のリンについては、灰アルカリ抽出法や部

分還元溶融によりリンを回収することができ、さら

に、灰アルカリ抽出法により焼却灰中からリン回収を

行った後の残渣灰はリン含有量が低くなり、セメント

原料としての価値が上がるおそれもあります。また、

残渣灰中の重金属含有量も低くなるため利用用途が広

がり、処理コスト削減への寄与が期待されます。

さらに水処理でリンを除去する場合、合わせてリン

回収を行うことにより、凝集剤のみでリンを除去する

よりは凝集剤の添加量が下がり、経済的メリットが出

る可能性も予測できます。

世界的にはリン鉱石の埋蔵量が年々減少しており、

日本がリン鉱石を輸入している国の輸出規制も年々増

加しており、日本におけるリン鉱石の確保が困難とな

りつつありますことは周知の事実であります。このた

め国内の下水道よりリン資源を回収することは国内で

の資源確保ということにもつながり、下水道からのリ

ン回収は国家的な喫緊の課題であるといえます。

今後は低コストなリン回収技術の開発が望まれるこ

とはもちろんのこと、燐酸液原料としての焼却灰の利

用例に見られますように、焼却灰の形状の利活用の動

向が注目されるところです。このような背景をふまえ

今回の講座の開設が下水道からのリン資源のアピール

を下水道管理者、並びに各産業界等に積極的に行って

いくことへの一助にしていただければと存じます。

＜参考文献＞

１）大竹久夫著：リン資源枯渇危機とは何か（2011）

表２　各生産物の肥料種類分類
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１．はじめに

南丹市は京都府のほぼ中央に位置し（図１）、人口

約34,000人、総面積616km2と、京都府では京都市に次

ぐ広さを有している。この南丹市は旧園部町、旧八木町、

旧日吉町及び旧美山町の４町が平成18年１月に合併し

て誕生した市である。南丹市八木バイオエコロジーセ

ンターは旧八木町で建設された施設である。（図２）

南丹市は緑豊かな自然に恵まれた地域で、森林面積

は総面積の88％を占めている。2010年の農林業センサ

スでは総人口の30％弱が農家人口であり、農業産出額

（平成18年度）は51億6000万円である。そのうち畜産

が41％、米が38％と多く、その他にみず菜、九条ねぎ

や紫ずきんなどの京のブランド産品の生産が盛んであ

る。中でも八木町地区は畜産が盛んである。

南丹市は平成20年３月にバイオマスタウン構想を公

表しており、南丹市八木バイオエコロジーセンターに

南丹市八木バイオ
エコロジーセンターを

中心とした循環の仕組みづくり

キーワード：バイオマスタウン構想、メタン施設、堆肥施設、液肥利用
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特 別 報 告

京都府南丹市農林商工部農政課 片山　正人

図２　南丹市全図図１　京都府全図
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おける従来の取り組みを更に進展させ、堆肥などの地

域バイオマスの有効活用と併せて、農業振興を図るた

めに地域循環型社会を構築し、学校給食や朝市等の地

産地消をはじめ、食の安心安全を先進的に行う有機農

業活動も進めている。

２．南丹市八木バイオエコロジーセンターの概要

南丹市八木バイオエコロジーセンターは八木町地区

の家畜排せつ物と食品廃棄物をメタン発酵処理し、発

生するガスを電気と熱の形で回収利用する「メタン施

設」と家畜排せつ物とメタン発酵処理後の脱水汚泥を

堆肥化する「堆肥施設」から構成されており、有機性

廃棄物の循環システムを実現している。本施設は平成

９年度に完成し、規模拡大農家の増加や未利用食品廃

棄物の処理のため平成13年度に増設している。

本施設の概要については以下のとおりとなってい

る。（表１）

（1）本施設の概要

乳牛と豚のふん尿及びおからはメタン発酵施設に受

入れている。メタン発酵施設の家畜ふん尿とおからの

図３　南丹市八木バイオエコロジーセンターシステムフロー

表１　　南丹市八木バイオエコロジーセンターの概要



受入れ能力は、65.2 t/dである。受入れられた家畜ふ

ん尿等はBIMA消化槽でメタン発酵し、発生したバイ

オガスは一旦ガスホルダーに貯留している。バイオガ

スは脱硫処理後ガスエンジンで発電し、ガスエンジン

の排熱はBIMA消化槽の加温などとして場内利用して

いる。メタン発酵後の消化液は液肥として利用し、残

渣は固液分離して堆肥施設へ送り堆肥化している。な

お、未利用の液肥や脱水ろ液は排水処理されたあと河

川に放流している。

一方、肉牛ふん尿とおがくずなどは直接堆肥施設で

受入れ、一次発酵と二次発酵の工程を経て、堆肥とし

て製品化され販売している。堆肥施設の受入れ能力は

31.9 t/dであり、脱水汚泥12.5� t/dと併せて、計44.4

t/dの処理能力を有している。（図３）

（2）メタン発酵とガス発電

メタン発酵を行うBIMA消化槽は１日数回に分けて

家畜ふん尿等を投入し、水温を35℃〜37℃に保つ中温
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発酵でメタン発酵を行うものである。（写真１左と中央）

BIMA消化槽ではメタン発酵過程で約60％の濃度の

メタンガスが発生し、ガスホルダーで一時貯留してい

る。（写真１右）バイオガスは硫化水素を含んでいるこ

とから、脱硫してガスエンジン式発動機で燃焼・発電

している。

ガスエンジンの燃焼排ガスとガスエンジン冷却水の

排熱は熱交換器を通して温熱として回収し、BIMA消

化槽の加温や場内の暖房・給湯に利用している。

メタン発酵後の消化液は凝集剤（ポリ鉄）のため黒

色をしている。液肥の利用者は一見真っ黒い色である

ため、最初は驚かれ躊躇されることもあるが、鉄分の

色であるため無害であることを説明し、納得して使用

していただいている。液肥の農地への散布は液肥散布

機で行っている。（写真２）

（3）運転実績

受入量のうち家畜排せつ物は計画以上に搬入されて

写真２　液肥散布機写真１　BIMA消化槽とガスホルダー

表２　受入量の推移
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いるが、おからは養豚飼料としての用途もあるため搬

入量が低下し、近年目標値の２割以下になっている。

一方、近年は有機汚泥の受入量が増加傾向にある。（表２）

販売量のうち堆肥は目標値以上の推移となってい

る。また、近年は液肥利用に力を入れており、平成24

年度は約5,800ｔの液肥利用実績がある。ただし、年

間に発生する消化液は約20,000ｔに対し、利用率は２

割程度であるため、今後、さらなる液肥の利用拡大を

進める必要がある。（表３）

３．南丹市液肥利用協議会

発生するメタン発酵消化液は液肥として利用する場

合、水田10aあたり2〜4ｔ程度散布しているが、全量

利用するためには八木町地区内の水田面積の２倍程度

が必要である。

液肥の散布はバキュームカーによる流し込みの場合

は2,000円/10a、液肥散布機の場合は3,000円/10aの料

金を頂いている。

液肥の利用は化成肥料に比べてコストが半減するこ

と、収穫量・食味に遜色がなく、安全性にも問題はな

いなど利用農家のメリットも大きく、普及活動に力を

入れている。

南丹市では液肥の利用拡大を推進する中で、平成21

年１月28日に耕種農家、畜産農家、大学教授等の有識

者、ＪＡ、農業公社、京都府及び南丹市が参加する南

丹市液肥利用協議会を設立している。協議会の設立以

降、様々な立場で普及活動を行い、また、液肥散布計

画に基づいた液肥農産物の生育状況や液肥の肥効状況

などを毎年検討することで、液肥利用は年々増加して

いる。

４．今後の課題

製造される電力、温熱及び堆肥は全量循環されてい

るが、前述したように液肥の利用拡大が今後必要とな

る。メタン発酵消化液の排水処理に関する経費は大き

く、液肥利用を拡大することで、排水処理量を減少さ

せることが必要である。

また、施設建設後10年以上経過し施設の老朽化が進

んでおり、施設のメンテナンスや修繕に必要な費用が

大きく、ランニングコストの低減が大きな課題である。

５．おわりに

南丹市では南丹市八木バイオエコロジーセンターで

の取り組みを中心として、21世紀が「環境の世紀」と

言われるように豊な自然を守り、安全で美しい快適な

環境づくりを進めるため、再生エネルギー活用、資源

のリサイクルを進め、多種多様な廃棄物を適正に処理

することにより、省資源と環境負荷低減が推進される

循環型社会の構築に取り組んでいます。

南丹市は今後とも循環社会のモデルとなるようバイ

オマス利活用や循環の農業を進めます。

表３　販売量の推移
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コ ラ ム

農業集落の小規模集中型集落への転換による
インフラの効率化

いくつかの農業集落では、いわゆる「限界集落」が問題となり、空き家や耕作放棄地が増加してい

る。このような地域では、生活の基盤さえ失われていくかもしれない。一方で、農業の成長戦略「所

得倍増目標」など「攻めの農業」改革への期待は大きくなっているが、農業集落の問題解決策との関

係は不明である。そもそも日本農業は、稲作を中心に成立してきた。稲作は、安定した灌漑用水が収

穫量に大きな影響を与える。水田の給水栓を回せば灌漑用水が得られる現在と異なり、昔は灌漑用水

を確保することが稲作の大きな仕事の一つであった。「我田引水」なる四字熟語があることもそれを

物語っている。さらに農家は水管理のため、１日に何度も水田を見回る必要があった。そのため、水

田と農家は徒歩圏内の近場にある必要があった。灌漑は集落管理の面もあり、水田とそれを管理する

個々の農業集落は、農業地帯に広く分散している。

現在の農業集落は、農業機械化以前の分散型集落を基盤としている。当時は、人の労力に頼る農作

業のため各農家は大家族であり、農村人口は多く、自給自足に近い生活形態であった。これは、都市

の社会システムと大きく異なっていることは明白である。いわば都市は農業集落と真逆の社会システ

ムを構築してきたと言っても過言ではなかろう。農村の地域活性化は、地域人口が増加しない状況で

は、集落の衰退は避けられないように感じる。一時的に活性化しても持続的でなくては意味が無い。

そこで、荒唐無稽と言われることは承知の上で、農業集落の活性化をインフラの視点から考えてみた。

分散型集落は、農林業中心の産業時代には効率的な配置であった。しかし、現在の産業構造の変化

は集落に大きな影響をもたらした。農村部の生活環境改善には、都市部同様に道路、水道、下水道、

電気、通信、流通などインフラが必要である。このインフラはネットワークが基盤にある。農業集落

は分散しているためインフラ整備と維持管理は都市部に比べ効率的でない。集落のインフラの効率を

あげるには、ネットワークの距離を可能な限り短くするしか方法がない。そのためには、分散した集

落を集中化させた方が良い。最も極端な例として、集落を数千人規模の集合住宅に集中させ、これら

を日本全国に適当な距離で配置させたらどうであろうか。集合住宅には、共有施設として店舗、病

院、金融機関、役場の支所などを入れれば、高齢化になっても不便にはならない。雪国では、各戸・

道路の除雪も最小限ですむ。何よりも集落内・各戸を結ぶインフラのネットワークを最小化でき維持

管理経費が削減でき、それを集落の活性化に使うことができる。また集落を集中化させると農地集積

も図りやすくなる。そして、集約化した農地に農業法人（または会社）を作ることで、農作業もシス

テム化でき利益の出やすい農業へ転換できる。将来の農作業体系のために新たな広い農地の確保が必

要だろう。このように、農村部を集中型集落と集積農地に分離することで、分散されていたインフラ

も整理される。このような集落を分散型集落の対比として小規模集中型集落と名付けたい。農業体系

によって作られた集落は、新たな農業システムの導入とインフラ整備によって今後数世紀の持続性ま

で考慮して見直す時期になっていると考えている。

茨城大学　教授　黒田久雄
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「再生と利用」（公益社団法人　日本下水道協会　発行）は会員並びに関連団体に向けて、下水汚泥の有効利用
に関する技術や事例等幅広い情報を発信し、一層の利用促進に寄与することを目的に発行しています。
近年、民間企業による調査研究等が積極的に行われ、先進的かつ有用な成果が多数見受けられます。そこで、そ

れらの情報を掲載するため、投稿要領を次のとおり決めましたので、積極的な投稿をお待ちします。
投稿要領
（資格）
１．本誌への投稿は、原則として下水汚泥の有効利用に携わる民間企業のうち公益社団法人　日本下水道協会の会
員に限ります。ただし、共同執筆（４企業以内）の場合は、同上会員以外の団体を含むことができますが、主た
る執筆者は会員団体でなければなりません。

（原稿掲載の取扱い）
２．原稿掲載の適否は、「再生と利用」編集委員会が決定します。
（掲載可否の判断基準）
３．掲載適否の主な判断基準は、次の3. 1、3. 2、3. 3、3. 4によります。
3. 1　単に汚泥処理に関する投稿文でなく、下水汚泥の有効利用の促進に資するものであること。
3. 2　特定の団体、製品、工法、新技術等を宣伝することを目的とした投稿文（客観的、合理的な根拠を示す
ことなく、優秀性、優位性、有効性等について具体名を挙げて記述）でないこと。
ただし、次の場合は除く。
①特定の団体、製品、工法、新技術等の紹介が目的であっても、優秀性、優位性、有効性等の客観性かつ合
理的な根拠を明確にし、下水汚泥の有効利用の促進に資すると認められるもの。
②特定の団体、製品、工法、新技術等の名称を記述しているが、単に論文の主旨をわかりやすく伝えるため
に用いており、投稿文の趣旨とは直接関係のない場合。

3. 3　特定の団体、製品、工法、新技術等を誹謗中傷する内容を含む投稿文でないこと。
3. 4　その他編集委員会が適当と考える事項について適合していること。

（原稿の作成、部数、送付先等）
４．原稿の作成は、次のとおりとします。
4. 1　査読用　複写原稿２部（図表、写真を含みます）
4. 2　事務用　複写原稿１部（図表、写真を含みます）

５．原稿の送付先は、下記の担当に送付して下さい。
（校正）
６．印刷時の著者校正は、１回とし、著者校正時の大幅な原稿の変更は認めません。
（著作権等）
７．掲載した原稿の著作権は著者が保有し、編集著作権は、本会が所有します。

原稿登載区分

担当：公益社団法人　日本下水道協会　技術研究部資源利用研究課
住所　〒101－0047　東京都千代田区内神田２－10－12（内神田すいすいビル６階）
電話　03－6206－0679（直）　FAX 03－6206－0796（直）

民間企業の投稿のご案内

おしらせ

登載区分 原稿量（刷上り頁） 内容

研究紹介
 ８頁程度（原稿制限頁数はＡ４判によ 独創性があり、かつ理論的または実証的

 り１頁2,300文字（１行24文字横２段）） な研究の成果

報　　告 ６頁程度（原稿制限頁数は、同上） 技術導入や経営等に関する検討・実施
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日本下水道協会では、下水汚泥発生量の増加、埋立処分地の確保、循環型社会の構築等の課題に対して、地方自
治体における下水汚泥の効率的な処理、有効利用を推進する観点から、「再生と利用」を発行しており、下水汚泥
の有効利用に関する専門情報誌として、各方面から高い評価を得ています。本誌は地方公共団体を始めとする多く
の下水道関係者のみならず、緑農地関係者にも愛読されていることから、広告掲載は情報発信として非常に効果的
であると思われます。
つきましては、本誌に広告を掲載して頂きたく、下記のとおり広告掲載の募集を行います。

記

１　発行誌の概要

２　広告掲載料・広告寸法等

３　広告申込方法及び留意事項
（1）広告掲載は、本誌の内容に沿った広告に限り行います。
（2）広告掲載のお申込みは、掲載月の40日前（10月発行号に掲載希望の場合は、８月20日）までに別紙「広告掲載
申込書」に広告原稿又は流用広告原稿の写しを添付して、次の５に表示の申込先宛にお申し込み下さい。

（3）原稿をデータで提出する場合は、データ制作環境（使用OS、アプリケーション、フォント等）を明記のうえ、
出力見本を必ず添付して下さい。

（4）広告原稿の新規作成又は流用広告原稿の一部修正を依頼する場合は、別紙「広告掲載申込書」にレイアウト案、
又は修正指示（流用広告原稿の写しに修正箇所等を明記）をそれぞれ添付して下さい。その際、書体、文字の大

「再生と利用」への広告掲載方依頼について

おしらせ

 発行誌名 再生と利用

 仕　　様 A4判、本文・広告オフセット印刷

 総 頁 数 本文　約100頁

 発行形態 年４回発行（創刊　昭和53年）

 発行部数 1,500部

  地方自治体
 配布対象 関係官庁（国交省、農水省等）
  研究機関
  関連団体（下水道、農業等）

 掲載場所 サイズ 刷色 広告寸法 紙質 広告掲載料 
      （１回当り） 

 表３ １頁 ４色 縦255×横180｠ アート紙 150,000円 

 後付 １頁 １色 縦255×横180｠ 金マリ菊/46.5kg 40,000円 

 後付 1/2頁 １色 縦120×横180｠ 金マリ菊/46.5kg 25,000円 

※ 表３は指定頁になります。原則として２回以上の継続掲載とします。 
※ 広告掲載料は、消費税込みの金額です。 
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きさを指定する等、原稿作成又は修正に必要な事項を明記して下さい。
（5）広告原稿の新規作成及び流用広告原稿の一部修正費（デザイン、修正料等）は、広告掲載料とは別に実費をご
負担いただきます。

（6）本会発行の図書等に掲載した広告に限り、その原稿を流用して掲載することができます。その場合は、別紙
「広告掲載申込書」に当該図書名、掲載年月、掲載号等を明記のうえ、原稿の写しを必ず添付して下さい。

（7）広告掲載場所は、指定頁以外は原則として申し込み順とさせて頂きます。
（8）広告申込掲載期間終了後は、その旨通知いたしますが、それ以降の掲載についてご連絡ない場合、または広告
申込掲載期間中でも広告掲載料の支払いが滞った場合には、掲載を中止させて頂きます。

４　お支払方法等
本誌発行後、広告掲載誌をお送りするとともに、「広告掲載料」及び「広告原稿作成費（広告原稿新規作成及

び修正等の場合）」を請求させていただきますので、請求後、１箇月以内にお支払い願います。
なお、送金（振込）手数料は、貴社負担にてお願いします。

５　申込み先及び問合わせ先
広告掲載のお申込み及びお問合わせ先は、下記の広告業務委託先までお願い致します。
広告業務委託先　　㈱LSプランニング（担当：「再生と利用」広告係）

〒135－0046　東京都江東区牡丹２－２－３－105
TEL. 03－5621－7850 ㈹　FAX. 03－5621－7851
Mail : info@lsweb.co.jp

（参考）

「再生と利用」特集企画予定

○第141号（平成25年10月発行予定）
下水汚泥と他バイオマスとの協働事例

○第142号（平成26年１月発行予定）
中小規模の消化ガス発電導入事例、開発事例
再生可能エネルギー固定価格買取制度導入事例

○第143号（平成26年４月発行予定）
第26回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

1111111111111111111111111111111111111
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「再生と利用」広告掲載申込書

公益社団法人　日本下水道協会　御中

（該当箇所にご記入及び○印を付けて下さい。）

上記のとおり申し込みます。

　平成　　年　　月　　日

　　　　　　会 社 （ 団 体 ） 名

　　　　　　住　　　　　　　　所　〒

　　　　　　担当者所属・職・氏名 ㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

［広告代理店経由の場合に記入］

　　　　　　広 告 代 理 店 名

　　　　　　住　　　　　　　　所　〒

　　　　　　担当者所属・職・氏名 ㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

掲 載 希 望 号

掲載場所・サイズ

掲 載 料 金

広 告 原 稿

掲載料納入方法

備 考

（　　　　　　　　）号

表３・後付1頁・後付1/2頁

　　　　　　　　円／回（消費税込み）

完全原稿（データ）　・　新規作成依頼・流用（一部修正含む）

※広告原稿を流用（一部修正含む）できる媒体は、次の本会発行の図書等に限ります。

　　　　　　　「下水道協会誌」（　　年　　月号）

　　　　　　　「下水道協会会員名簿」（　　年度）

　　　　　　　「下水道展ガイドブック」（　　年度）

　　　　　　　「下水道研究発表会講演集」（　　回　　年度）

該当月納入　・　一括前納

㊞

㊞

1111111111111111111111111111111111111
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日　時：平成25年３月１日（金）
場　所：本会中会議室　
出席者：島田、田村、長谷川、北折、福田の各委員
議　題：①第139号「再生と利用」編集内容について

②第140号「再生と利用」編集方針（案）に
ついて
③平成25年度編集体制について

概　要：①事務局から資料３により、「再生と利用」
第139号の編集内容の説明を行った。
主な説明では、巻頭言では、「新潟県初の消
化ガス発電の運用に向けて」と題して、柏崎
市に執筆を依頼したが、稼働開始時期の関係
で、新潟市に執筆を依頼した。特集テーマの、
第25回下水汚泥有効利用に関するセミナーの
講演内容を「解説」と「研究紹介」に分けて
掲載することとした。・コラムは土壌協会顧
問の増島先生に依頼し、秋田県立大学の尾﨑
先生の論文は次号の特別寄稿に掲載すること
とした。
②事務局から資料４により、「再生と利用」
第140号編集方針（案）について説明を行った。
口絵は宮城県阿武隈川下流流域県南浄化セン
ター乾燥炉（災害復旧）と下水汚泥のリサイ
クル推進に関する講演会を掲載することとし
た。巻頭言は（独）農業環境技術研究所の宮
下理事長に執筆を依頼することとした。論説
は大阪大学大学の大竹先生に「ヨーロッパで
のリン有効利用の状況」（仮題）についてご
報告いただくこととした。特別寄稿は秋田県
立大学生物資源科学部教授の尾﨑先生に「農
耕地における下水汚泥コンポストの循環利用
と課題」について寄稿いただいた。特集の
テーマである平成25年度下水汚泥資源利用等
に関する予算及び研究内容と今後の方針の解
説については、国土交通省下水道部、農林水
産省、日本下水道事業団、下水道新技術機構、
土木研究所それぞれに依頼することとした。
Q＆Aは横浜市の長谷川委員、現場からの声
は札幌市の濱田委員が担当することとした。
講座は「リンの利用に関する講座」開設にあ
たり事務局が執筆することとした。またコラ

ムは日本土壌協会の増島顧問に推薦を依頼す
ることとした。
③資料５、資料６並びに資料７により、平成
25年度編集体制、計画、編集担当分担につい
て事務局から報告された。平成24年度のB-
DASHについては、夏以降要約の投稿を載せ
るのは可能であるとのことであった。また、
平成25年度のB-DASHについて、採択の趣旨
を載せてはどうかの進言があった。･講座の
事例に、鳥取市、北海道庁、日本燐酸の取組
みを掲載してはどうかの意見があった。

日　時：平成25年３月12日（火）
場　所：本会第１・第２会議室
出席者：古畑委員長、井上、杉山、岡本、奥出、藪下、

西野、三宅、澤田、山田、菅原、井上の各委員
議　題：①平成24年度調査結果の報告

②平成25年度計画（案）
③その他質疑

概　要：①井上委員から資料２により平成24年度調査
結果の報告を行った。
窒素吸収パターンについてニンジンとコマツ
ナの窒素吸収パターンが直線となっている
が、平成23年度の調査では指数関数型であっ
たが、今回の出しているデータが正というこ
とであり、理由は作物の生育期間の関係から
窒素の形態試験でわかってきたことだからで
ある。収量と有機質肥料の窒素形態画分との
関係については窒素画分より、C/N比がコマ
ツナ収量に影響すると考えられる。分岐根の
発生分岐根率が高いのは、根周囲の土壌溶液濃
度が高まり、根に障害を与えたと推定される。
②井上委員から資料３より平成25年度「下水
汚泥由来肥料等の窒素肥効に関する調査計
画」について説明行った。
平成25年度調査計画について平成25年度の供
試作物の作付時期は→ナス、ズッキーニ、ブ
ロッコリーの予定である。
③その他質疑
日本燐酸（株）は、リン酸の原料として用い
ているリン鉱石の数％を汚泥焼却灰で代替す
る事業を開始しており、割合を増やす計画で

汚泥再資源化活動

第140号「再生と利用」編集担当者会議

第１回下水汚泥由来肥料の利用促進委員会
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ある。地震の影響を受け、中部地域から船で
汚泥焼却灰を搬入している。昨年の10月にお
いて「コンポストの認証制度」を日本土壌協
会と日本有機資源協会で立ち上げ、特徴は汚
泥が入っているものも受け入れるとのことで
ある。有機物資材の施用についてカドミウム
が吸着・保持されることを期待して、堆肥な
ど有機物資材の施用が検討されている。実際
に作物のカドミウム吸収が減少した事例を解
析すると、その原因はpH上昇である事が多
いとのことであった。
また札幌コンポストは25年3月を持って生産
終了とのことであり理由は臭気問題とのこと。

日　時：平成25年３月27日（水）
場　所：本会第１・第２会議室
出席者：津野委員長、松本、原田、山本、落、千葉、

新井、岩岡、椎屋、松尾、仁平、寺尾、松尾
の各委員

議　題：①委員会の設置主旨
②委員会スケジュール
③JIS原案の作成

概　要：①設置主旨として、下水汚泥固形燃料化物に
ついての明確な品質基準や客観的判断基準が
ないため、JIS規格化を行い、基準を明確に
することにより下水汚泥固形燃料化事業の一
層の促進を図ることとした。
②委員長の選任、スケジュール案の説明行い、
下水汚泥固形燃料JIS原案について審議を
行った。
次回は７月を目途に開催予定とした。
③その他、製品要求事項のあり方等について
審議を行った。

日　時：平成25年４月26日（金）
場　所：本会第２会議室
出席者：島田、鈴木、川崎、冠城、工藤、西本、崎野

の各委員
議　題：①第140号「再生と利用」編集内容について

①第141号「再生と利用」編集方針（案）に
ついて
①その他質疑

概　要：①第140号「再生と利用」編集内容について

①事務局から資料３により、「再生と利用」
第140号の説明を行った。
主な説明では研究紹介において地球環境資源
センターより平成24年度実証報告の執筆につ
いては142号以降にしてほしいとの申入れが
あり、事務局として創価大学の戸田教授に高
メタン回収率の発酵処理技術の執筆をお願い
した。投稿報告として当初予定していた長岡
市生ごみメタン発酵事業について、本格稼働
後の141号以降に掲載して欲しい申し入れ
あったため、南丹市へバイオエコロジーセン
ターについて執筆をお願いした。その他今年
度の講座として「りんの回収利用に関する講
座」を立ち上げることとした。
②事務局から資料４により、「再生と利用」
第141号編集方針（案）について説明を行っ
た。口絵は東京都浅川水再生センターの過給
式流動炉について掲載予定であり、巻頭言は
消化ガスを利用している糸満市に執筆を依頼
することとした。論説は元東京大学教授の土
肥先生に依頼した。特集テーマは下水汚泥と
他バイオマスとの協働事例とのことで恵庭市
の運転稼働事例と国交省のB-DASHのKOBE
グリーン・スイーツプロジェクトを掲載予定
とした。研究紹介では味の素のアミノ酸発酵
副産物を用いた下水汚泥の堆肥化について執
筆依頼予定とした。講座はリン回収事例とし
て鳥取市と岐阜市に執筆依頼することとし
た。特別報告ではH24年度実施した下水汚泥
由来肥料の窒素肥効試験に関する報告を日本
土壌協会に執筆依頼することとした。
③その他意見交換では、伊勢崎市では約数百
箇所のディスポーザからでる生ゴミをバイオ
マス発電として利用しており、今後その取組
みに注目していくべきとの意見があった。ま
たJSへ農水省より下水処理場へのバイオマ
スの積極的な受け入れのためのヒアリングが
あるとのことで、JSとしては下水汚泥の緑
農地への利用について提言していきたいとの
ことであった。
また下水汚泥を肥料コンポストと考えた場
合、臭気や重金属の懸念はあるが、他のバイ
オマスと比べてＮ、Ｐ、有機物が豊富であり、
販売ルートを今後とも模索していくべきとの
意見があった。これらをふまえ本誌では緑農地
利用などについても成功事例に関わるトピッ
クスを掲載するよう努めていくこととする。

第１回下水汚泥固形燃料JIS原案作成委員会

第141号「再生と利用」編集担当者会議
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下水汚泥分析方法―2007年版―

―下水汚泥の緑農地利用における良質な製品の提供・円滑な流通を図るため―

2008.１発行　Ａ４版（270頁）　価格5,500円　会員価格4,500円

本書は、下水汚泥を緑農地利用するに際し、品質管理のための分析方法をまとめた1996年版を

改訂したものです。関連する肥料取締法、廃棄物の処理および清掃に関する法律および下水道法

等の法改正や分析装置を含む分析方法の進歩等をふまえ、分析項目および分析方法の見直しや充

実を図っています。

主な改訂を目次（追加項目を下線）にて示すと、以下のとおりです。

目　　　次

１．通則
1. 1 適用範囲
1. 2 原子量
1. 3 質量及び体積
1. 4 温度
1. 5 試薬
1. 6 機器分析法
1. 7 試料
1. 8 結果の表示
1. 9 用語

２．試料の採取と調製
2. 1 試料の採取
2. 2 調製法

３．水分
3. 1 加熱減量法

４．灰分
4. 1 強熱灰化法

５．強熱減量
5. 1 強熱灰化法

６．原子吸光法及びICP（誘導結
合プラズマ）発光分光分析法に
よる定量方法通則
6. 1 要旨
6. 2 金属等の測定
6. 3 試薬の調製
6. 4 前処理操作

７．原子吸光法による測定時の干渉
7. 1 要旨
7. 2 物理的干渉
7. 3 分光学的干渉
7. 4 イオン化干渉
7. 5 化学的干渉
7. 6 バックグラウンド吸収
7. 7 準備操作
7. 8 測定操作

８．ICP発光分光分析法による測
定時の干渉

8. 1 バックグラウンド
8. 2 干渉
8. 3 ICP発光分光分析法準備操作
8. 4 ICP発光分光分析法測定操作
付　ICP質量分析法

９．各成分定量法
9. 1 アルミニウム
9. 2 ヒ素
9. 2. 3 水素化合物発生

ICP発光分光分析法
9. 3 ホウ素
9. 4 炭素
9. 5 カルシウム
9. 6 カドミウム
9. 7 塩素（塩化物）
9. 8 コバルト
9. 9 クロム
9. 10 六価クロム
9. 10. 1 原子吸光法
9. 10. 2 ICP発光分光分析法
9. 11 銅
9. 12 フッ素
9. 13 鉄
9. 14 水銀
9. 15 カリウム
9. 16 マグネシウム
9. 17 マンガン
9. 18 モリブデン
9. 19 窒素
9. 20 ナトリウム
9. 21 ニッケル
9. 22 リン
9. 23 鉛
9. 24 硫黄
9. 25 アンチモン
9. 25. 1 水素化合物発生

原子吸光法

9. 25. 2 水素化合物発生
ICP発光分光分析法

9. 26 セレン
9. 26. 3 水素化合物発生ICP発

光分光分析法
9. 27 ケイ素
9. 28 スズ
9. 28. 1 原子吸光法
9. 28. 2 ICP発光分光分析法
9. 29 バナジウム
9. 30 亜鉛

10．人為起源物質
10. 1 PCB
10. 1. 1 ガスクロマトグラフ法
10. 2 アルキル水銀化合物
10. 2. 1 ガスクロマトグラフ法
10. 3 揮発性有機化合物
10. 3. 1 ガスクロマトグラフ質

量分析法
10. 4 農薬類
10. 4. 1 有機リン農薬（EPN，
パラチオン，メチルパラチオン）
ガスクロマトグラフ法
10. 4. 2 農薬類　ガスクロマト
グラフ質量分析法

11．その他の試験
11. 1 pH
11. 2 酸素消費量
11. 3 炭素・窒素比
11. 4 電気伝導率
11. 5 植物に対する害に関する栽

培試験の方法
【参考資料】
１．幼植物試験とは
２．融合コンポスト
付録．原子量表
巻末資料
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平成25年度の「下水汚泥の有効利用に関するセ
ミナー」（10月24～25日）の会場は、黒部市さんにお
願いしています。
黒部峡谷鉄道黒

くろ

薙
なぎ

駅で降りて山道を歩くと、宇奈
月温泉の源泉である黒薙温泉があり、大露天風呂は
周囲の山々に囲まれた‘秘湯’の名に相応しいそう
です。また、終点の欅

けやき

平
だいら

駅から山道を登った名
めい

剣
けん

温
泉、さらに祖

ば

母
ば

谷
だに

温泉の、北アルプスの峻険な山並
みを仰ぐ露天風呂はいずれも秘湯とのこと。
下水汚泥の有効利用では、今回のように、燃料化、

編　集　後　記
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

コンポスト、バイオマス等の多様な活用がなされて
おりますが、世界には、見つけられるのを待ってい
る知られざる活用法や、出会いを待っているユー
ザーがいるのだという思いが募ります。
先日、黒部市を訪問し、黒部駅の近くにある市民

に開放された浄化センターの現場を見させていただ
いたおかげで、新しい知識を習得しましたが、まだ
まだ勉強不足だと実感して帰ってくるのです。

（AK）

「再生と利用」 Vol. 37   No. 140（2013）

平成25年７月31日　発行
（平成25年第１）

発行所 公益社団法人　日本下水道協会
〒101－0047　東京都千代田区内神田２－10－12

（内神田すいすいビル５～８階）
電話　03－6206－0260（代）
FAX 03－6206－0265



ISSN 0387-0332

宮城県阿武隈川下流流域下水道　下水汚泥の燃料化施設

平成24年度　下水汚泥のリサイクル推進に関する講演会

除染と環境修復……………………………………………………宮下　淸貴

持続的リン利用−人類の新たなグローバル問題と世界の動き−
…………………………………………………………………………大竹　久夫

農耕地における下水汚泥コンポストの循環利用と課題
…………………………………………………………………………尾� 保夫

再
生
と
利
用

第
一
四
〇
号

特
集：

平
成
２５
年
度
下
水
汚
泥
資
源
利
用
等
に
関
す
る
予
算
及
び
研
究
内
容
と
今
後
の
方
針
の
解
説
　

公
益
社
団
法
人
　
日
本
下
水
道
協
会

No.

平成25年度の下水道事業予算について …………………安藤　　慎

農林水産省におけるバイオマスの総合利用推進の方針について
…………………………………………………………………………佐藤　京子

日本下水道事業団における汚泥の処理・有効利用に関する調査
研究の概要 …………………………………………………………島田　正夫

（独）土木研究所リサイクルチームにおける下水汚泥等に関する
研究……………………………………………………………………鈴木　　穣

資源循環研究部における技術開発について ……………石田　　貴

単槽湿式メタン発酵における微生物集積技術と生ごみの高負荷
連続処理 ……………………………………………戸田　龍樹／長尾　宣夫

横浜市の汚泥資源化センター分離液処理について ……岸　　正弥

札幌コンポスト施用地における土壌モニタリング調査結果につ
いて……………………………………………………………………澤田　　稔

近赤外分光法による下水汚泥の成分値の推定 …………川崎　　晃

混成膜システムを用いたバイオガスの脱硫と質向上のモデル的
検証……………………………………………………………………三宅十四日

「リンの回収利用に関する講座」講座開設に当たって
………………………………………………「再生と利用」編集委員会事務局

南丹市八木バイオエコロジーセンターを中心とした循環の仕組
みづくり ……………………………………………………………片山　正人

農業集落の小規模集中型集落への転換によるインフラの効率化
…………………………………………………………………………黒田　久雄

おしらせ（投稿のご案内、広告掲載依頼）、汚泥再資源化活動、
日誌・次号予告・編集委員会委員名簿、編集後記

特集　平成25年度下水汚泥資源利用等に関する予算及び研究内容と今後の方針の解説

解説

特別寄稿

文献紹介

研究紹介

口絵

巻頭言

論説

コラム

講座

資料

Q&A

現場からの声

発行・公益社団法人  日本下水道協会
公益社団法人  日本下水道協会

〒101-0047　東京都千代田区内神田2-10-12（内神田すいすいビル5〜8階）
TEL03-6206-0260（代表） FAX03-6206-0265

2013  Vol. 37

主要目次

140

特別報告


	
	表紙 
	（口絵） 平成24年度　下水汚泥のリサイクル推進に関する講演会
	（口絵）  宮城県阿武隈川下流域下水道　下水汚泥の燃料化施設)
	（目次） 
	（巻頭言）  除染と環境修復
	（論説） 持続的リン利用-人類の新たなグローバル問題と世界の動き-
	（特別寄稿） 農耕地における下水汚泥コンポストの循環利用と課題)
	（解説） 平成25年度の下水道事業予算について
	（解説） 農林水産省におけるバイオマスの総合利用推進の方針について
	（解説） 日本下水道事業団における汚泥の処理・有効利用に関する調査研究の概要 
	（解説） （独）土木研究所リサイクルチームにおける下水汚泥等に関する研究 
	（解説） 資源循環研究部における技術開発について 
	（研究紹介）  単槽湿式メタン発酵における微生物集積技術と生ごみの高負荷連続処理
	（Q&A） 横浜市の汚泥資源化センター分離液処理について
	（現場からの声） 札幌コンポスト施用地における土壌モニタリング調査結果について
	（文献紹介） 近赤外分光法による下水汚泥の成分値の推定
	（文献紹介） 混成膜システムを用いたバイオガスの脱硫と質向上のモデル的検証
	（講座） 「リンの回収利用に関する講座」講座開設に当たって
	（特別報告） 南丹市八木バイオエコロジーセンターを中心とした循環の仕組みづくり
	（コラム） 農業集落の小規模集中型集落への転換によるインフラの効率化
	（お知らせ） 
	（汚泥再資源化活動） 
	（日誌） 
	（図書案内） 
	（編集後記） 
	裏表紙




